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開
發
・地
價
・民
事
的
法
規 

―
『
清
明
集
』
に
見
え
る
若
干
の
土
地
典
賣
關
係
法
を
め
ぐ
っ
て

― 

青 

木  

敦 
は
じ
め
に 

  

宋
～
明
代
の
江
西
の
健
訟
に
つ
い
て
は
、
近
年
と
み
に
研
究
の
進
展
が
著
し
い
。
宋
元
代
の
健
訟
に
つ
い
て
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
た

が
１

、
近
年
は
元
明
代
以
降
の
江
西
の
健
訟
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
宋
代
の
饒
州
、
信
州
、
さ
ら
に
明
代
江
西
の
健
訟
の
内
容
と
し
て
、

先
人
の
研
究
を
も
引
き
つ
つ
、
鑛
工
業
・
田
價
上
昇
・
徭
役
問
題
な
ど
を
指
摘
し
た
小
川
快
之
氏

２

、
ま
た
「
宋
元
時
代
に
何
ら
か
の

原
因
で
形
成
さ
れ
た
健
訟
と
い
う
認
識
が
清
初
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
維
持
さ
れ
、
そ
れ
が
い
か
な
る
實
態
と
結
び
つ
い
て
論
じ
ら
れ

て
い
た
か
」
を
問
い
つ
つ
清
代
訴
訟
構
造
の
解
明
を
目
指
し
た
山
本
英
史
氏

３

ら
の
健
訟
研
究
も
出
來
し
て
い
る
。
總
じ
て
、
史
料
の

書
き
手
に
健
訟
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
諸
條
件
は
多
樣
で
あ
る
に
違
い
な
く
、
江
西
の
健
訟
の
原
因
を
、
排
他
的
に
唯
一
の
社
會
經
濟
的

現
象
に
歸
せ
し
め
る
こ
と
が
適
當
で
は
な
い
こ
と
は
、
言
を
待
た
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
に
宋
代
に
お
い
て
、
こ
と
さ
ら
江
西

と
い
う
地
方
の
健
訟
が
問
題
視
さ
れ
た
こ
と
は
動
か
し
難
い
事
實
で
あ
り
、こ
れ
に
對
し
て
如
何
な
る
理
解
が
最
も
自
然
で
あ
る
か
は
、

す
で
に
筆
者
も
前
稿
で
卑
見
を
表
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。 

 

さ
て
本
稿
は
、
宋
代
の
訴
訟
に
關
す
る
も
う
一
つ
の
側
面
に
つ
い
て
、
考
察
し
た
い
。
そ
れ
は
裁
判
に
お
け
る
、
法
律
重
視
で
あ
る
。

特
に
民
事
的
な
紛
爭
を
扱
う
宋
代
判
語
に
お
け
る
法
律
重
視
と
い
っ
た
場
合
、
さ
し
あ
た
り
、
そ
こ
に
は
三
つ
の
側
面
が
從
來
か
ら
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
第
一
に
、
宋
代
の
法
典
自
體
が
、
中
國
王
朝
と
し
て
は
空
前
絕
後
の
量
の
民
事
的
法
條
を
含
ん
で
い
る
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と
い
う
點
。
第
二
に
、
『
名
公
書
判
清
明
集
』

４

（
以
下
『
清
明
集
』）
等
、
宋
代
の
判
語
は
、
明
清
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
民
事
的
紛

爭
解
決
に
こ
れ
ら
の
法
律
を
少
な
か
ら
ず
引
用
し
、
か
つ
地
方
官
に
法
律
重
視
の
姿
勢
が
強
く
見
え
る
こ
と
。
こ
の
二
點
に
つ
い
て
、

『
清
明
集
』
は
清
代
の
判
語
に
比
し
て
、
豐
か
な
民
事
的
法
規
が
見
出
せ
る

５

と
し
た
滋
賀
秀
三
氏
は
、
唐
の
後
半
以
降
宋
に
い
た
る

時
代
に
は
依
然
と
し
て
「
令
の
存
在
を
通
じ
て
、
刑
事
裁
判
だ
け
で
な
く
、〔
民
事
的
裁
判
を
そ
の
一
分
野
と
す
る
〕
一
般
行
政
分
野
ま

で
含
め
て
、
す
べ
て
の
國
家
營
為
を
法
典
化
さ
れ
た
法
の
下
に
置
こ
う
と
す
る
制
度
意
思
が
貫
い
て
」
お
り
、
社
會
が
貨
幣
經
濟
化
な

ど
複
雜
化
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
行
政
す
べ
て
を
法
の
下
に
置
こ
う
と
」
し
、「
複
雜
な
問
題
に
對
應
し
て
複
雜
な
法
を
し
か
も
法
典

の
形
式
で
飽
く
こ
と
な
く
生
み
出
し
た
」
、そ
こ
か
ら
民
事
裁
判
の
準
據
と
な
り
え
る
法
條
を
明
清
よ
り
古
い
宋
代
に
豐
か
に
見
出
せ
る

事
實
も
說
明
で
き
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

６

。
こ
と
に
第
二
の
『
清
明
集
』
中
の
名
公
が
法
律
を
重
視
す
る
點
に
つ
い
て
は
、
佐
立

氏
が
同
書
中
か
ら
指
摘
す
べ
き
事
例
を
ほ
と
ん
ど
舉
げ
て
い
る

７

。
そ
し
て
宋
代
の
法
律
重
視
に
關
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
第
三
の
側

面
と
し
て
、
こ
う
し
た
官
の
側
で
は
な
く
、
民
間
に
、
訴
訟
技
術
と
し
て
法
律
學
習
が
廣
く
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
が
あ
る
。
こ
れ

に
關
し
、
は
や
く
江
西
の
「
訟
學
」（
民
間
に
お
け
る
訴
訟
學
習
）
に
着
目
し
た
の
は
宮
崎
市
定
氏
で
あ
り

８

、
筆
者
も
こ
れ
に
つ
い
て

前
稿
の
中
で
、
江
西
を
中
心
と
し
て
徽
州
や
湖
南
が
健
訟
の
地
で
あ
る
こ
と
と
と
も
に
触
れ
た
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
を
相
互
に
不
干
渉

の
現
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
適
當
で
は
あ
る
ま
い
。た
と
え
ば
第
二
の
地
方
官
の
判
語
に
お
け
る
法
律
重
視
が
見
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、

民
間
に
法
律
學
習
が
行
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
し

９

、
第
一
の
民
事
的
立
法
が
な
け
れ
ば
第
二
も
あ
り
え
な
い
。
さ
ら
に
、
第
三
の

民
間
に
お
け
る
法
律
へ
の
需
要
が
王
朝
の
民
事
的
立
法
の
契
機
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
想
定
す
ら
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
し
て
宋
代
江

西
に
お
い
て
、
盛
ん
な
る
訴
訟
と
法
律
重
視
と
は
密
接
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
が
、
法
律
利
用
と
開
發
や
人
口
増
と
の
關
連
の
具
體
像

に
つ
い
て
は
、
當
時
史
料
的
限
界
か
ら
、
十
分
に
は
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
。 
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だ
が
中
國
王
朝
の
裁
判
で
の
法
律
利
用
に
關
す
る
諸
問
題
を
考
え
る
と
き
、
典
賣
し
た
土
地
の
回
贖
を
題
材
と
し
つ
つ
も
、
均
田
制

終
焉
後
か
ら
清
代
に
い
た
る
ま
で
を
視
野
に
い
れ
た
注
目
す
べ
き
論
考
が
近
年
、
岸
本
美
緒
氏
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た

１
０

。
岸
本
論
文
の

概
要
を
こ
こ
で
略
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
誤
解
を
恐
れ
ず
、
も
っ
と
も
重
要
と
思
わ
れ
る
點
を
二
つ
に
絞
っ
て
筆
者
な
り
の
解
釋
を

示
し
た
い
。
ま
ず
第
一
は
、
物
價
上
昇
と
土
地
紛
爭
、
お
よ
び
土
地
取
引
法
制
定
の
關
係
で
あ
る
。
す
で
に
氏
は
從
來
の
研
究
で
、
萬

暦
の
長
江
デ
ル
タ
を
中
心
と
し
た
地
價
上
昇
と
訴
訟
増
加
の
關
連
に
つ
い
て
の
事
例
を
示
さ
れ
て
い
る
が

１
１

、
本
稿
は
唐
代
以
來
の
土

地
紛
爭
と
、
こ
れ
に
關
す
る
立
法
等
が
、
物
價
變
動
と
關
わ
る
事
例
を
も
舉
げ
て
い
る

１
２

。
そ
し
て
第
二
に
、
『
清
明
集
』
に
お
い
て

は
回
贖
を
認
め
る
か
否
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
形
の
裁
き
が
主
流
で
あ
る
の
に
對
し
、
清
代
に
は
、
明
末
以
降
の
物
價
上
昇
期
を
通
じ

て
形
成
さ
れ
て
き
た
找
價
慣
行
の
土
壌
の
上
で
、
金
額
で
訴
訟
當
事
者
双
方
の
利
害
の
均
衡
點
を
も
と
め
る
形
の
裁
判
が
一
般
的
に
な

り
、
ま
た
典
賣
の
不
滿
を
訴
え
る
出
訴
年
限
制
限
型
の
法
律
も
清
代
に
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
の

二
點
は
戶
婚
田
土
の
訴
訟
の
中
で
も
主
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
回
贖
問
題
に
つ
い
て
實
證
的
に
導
き
出
さ
れ
た
論
點
で
あ
る
が
、
さ

ら
に
筆
者
な
り
に
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
樣
々
な
訴
訟
に
お
い
て
、
宋
代
（
『
清
明
集
』
の
世
界
）
の
判
決
は
法
律
を
利
用
し
裁
判
官
が
白

黒
は
っ
き
り
さ
せ
る
「
裁
き
」
と
い
う
印
象
を
與
え
る
の
に
對
し
て
、
明
清
の
そ
れ
が
調
停
と
た
と
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い

１
３

の
は
、
找

價
慣
習
の
み
な
ら
ず
、
民
事
的
な
利
害
對
立
を
吸
收
し
て
ゆ
く
よ
う
な
樣
々
な
慣
習
が
發
達
（
岸
本
氏
の
找
價
慣
行
に
つ
い
て
の
表
現

で
は
「
「
俗
」
の
厚
み
」、
二
五
〇
頁
）
が
し
て
き
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
誘
惑
に
か
ら
れ
る
。 

 

氏
の
敘
述
の
中
心
が
物
價
に
置
か
れ
る
一
方
、
一
般
的
に
は
物
價
上
昇
以
外
の
土
地
紛
爭
要
因
も
從
來
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
宋

代
の
法
律
利
用
の
傾
向
に
關
連
し
、
筆
者
は
以
前
、
宋
代
の
「
二
〇
年
規
定
」（
二
〇
年
を
區
切
っ
て
土
地
爭
い
を
受
理
し
な
い
と
す
る

法
律
、
後
出
）
に
關
連
し
て
王
炎
『
雙
溪
類
稾
』
中
の
史
料
を
紹
介
し
た
際
、
そ
こ
に
湖
南
に
お
け
る
開
發
と
人
口
増
、
土
地
稀
少
化
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經
濟
に
お
け
る
、
土
地
所
有
權
確
定
へ
の
宋
朝
の
努
刂
を
見
出
し
得
る
こ
と
の
可
能
性
を
指
摘
し
た

１
４

。
こ
れ
に
對
し
、
岸
本
氏
は
「
そ

う
し
た
地
域
的
な
特
賥
に
加
え
て
、
こ
こ
で
は
時
期
的
な
特
賥
と
し
て
、
一
三
世
紀
初
頭
以
降
の
土
地
價
格
の
高
騰
を
指
摘
し
た
い
」

と
述
べ
、
上
述
の
議
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
物
價
・
地
價
と
い
う
諸
要
因
以
外
の
こ
の
「
地

域
的
な
特
賥
」
と
、
紛
爭
・
法
律
利
用
と
が
い
か
に
關
係
し
て
い
た
か
、
と
い
う
問
題
點
が
殘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
點
に

つ
い
て
本
稿
で
は
、
若
干
の
事
例
を
示
し
て
論
じ
た
い
。
さ
ら
に
も
う
一
點
、
氏
の
論
考
に
お
い
て
は
、
現
實
に
十
分
對
應
で
き
な
い

曖
昧
さ
を
含
む
宋
代
の
期
間
限
定
的
な
法
規
定
や
明
代
以
降
の
「
五
年
規
定
」

１
５

は
、
裁
判
官
の
判
斷
の
主
要
な
基
準
と
い
う
よ
り
、

總
合
的
判
斷
の
一
要
素
、
な
い
し
は
そ
の
判
斷
を
た
め
の
權
威
付
け
る
修
辭
だ
、
と
さ
れ
て
い
る

１
６

。
だ
が
し
ば
し
ば
國
法
を
示
し
つ

つ
回
贖
を
認
め
る
か
否
か
を
斷
じ
る
、
す
な
わ
ち
當
事
者
に
ほ
ぼ
全
面
的
な
勝
訴
・
敗
訴
を
強
い
る
こ
と
の
多
い
宋
代
判
語
の
世
界
か

ら
見
る
な
ら
、
後
述
の
よ
う
に
宋
代
江
西
等
に
お
い
て
法
律
學
習
が
熱
心
に
行
わ
れ
た
事
實
は
、
や
は
り
法
律
が
修
辞
と
い
う
程
度
の

も
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
が
彼
ら
の
命
運
を
大
き
く
左
右
す
る
ほ
ど
の
重
要
さ
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い

１
７

。
例

え
ば
代
々
改
變
さ
れ
、
前
代
未
聞
の
詳
細
さ
を
持
つ
宋
代
の
戶
絕
財
產
に
關
す
る
規
定
の
存
在
意
義
が
、
単
な
る
健
訟
抑
止
に
あ
っ
た

と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、
あ
る
べ
き
家
產
分
割
の
具
體
例
を
提
示
す
る
、
王
朝
に
よ
る
人
民
教
化
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
裁
判
官
と
は
常
に
法
と
情
と
を
總
合
的
に
判
斷
す
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
宋
代
と
く
に
江
西
に
お
い
て
、
法
律
學

習
に
投
資
す
る
こ
と
の
リ
ス
ク
は
相
対
的
に
に
低
か
っ
た
。
つ
ま
り
法
が
そ
れ
な
り
の
予
測
可
能
性

１
８

を
提
供
し
て
い
た
面
は
無
視
で

き
な
い
で
ろ
う
。 

 

こ
れ
ら
民
事
的
立
法
お
よ
び
法
律
利
用
に
關
す
る
物
價
以
外
の
地
域
的
諸
要
因
、
お
よ
び
期
間
限
定
的
（
本
稿
で
は
出
訴
期
限
限
定

型
等
の
呼
稱
を
用
い
る
こ
と
も
あ
る
）
の
法
律
の
持
つ
機
能
、
そ
し
て
裁
判
官
（
本
稿
で
は
単
に
地
方
官
と
稱
す
る
こ
と
も
あ
る
）
お
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よ
び
當
事
者
に
と
っ
て
の
法
律
の
意
味
と
は
何
で
あ
っ
た
か
、
こ
う
し
た
諸
問
題
を
順
番
に
一
つ
一
つ
檢
討
し
て
ゆ
く
の
は
行
論
上
、

容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
以
下
、「
二
〇
年
規
定
」
を
初
め
と
し
た
、
宋
代
判
語
で
持
ち
出
さ
れ
る
代
表
的
な
土
地
典
賣
關
係

の
法
律
を
三
、
四
件
、
事
案
に
即
し
て
檢
討
し
、
最
後
に
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
整
理
し
て
、
如
上
の
諸
論
點
を
再
考
す
る
こ
と

と
し
た
い
。 

  

一 

法
律
利
用
の
地
域
差
の
問
題 

 

ま
ず
具
體
的
な
事
例
を
示
す
前
に
、
法
律
利
用
に
地
域
的
偏
り
が
あ
る
と
い
う
上
述
の
論
點
の
み
、
本
節
で
最
初
に
確
認
し
て
お
き

た
い
。
當
時
の
江
西
や
湖
南
は
決
し
て
獨
立
國
で
は
な
く
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
宋
朝
の
百
官
・
法
制
制
度
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
江
西

に
際
立
っ
て
法
律
利
用
重
視
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
言
っ
て
も
、
決
し
て
江
西
に
、
宋
朝
か
ら
獨
立
し
た
訴
訟
制
度
や
官
僚
制
度
が
存

在
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
、
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
訴
訟
當
事
者
た
ち
の
法
律
に
對
す
る
考
え
方
を
述
べ
た
記
述
に
お

い
て
は
、
確
か
に
地
域
差
が
見
ら
れ
る
。 

宮
崎
氏
は
、
江
西
の
人
は
訴
訟
好
き
だ
と
さ
れ
る
が
、『
鄧
思
賢
』
な
る
一
書
が
あ
り
、
侮
文
（
法
律
を
振
り
回
す
）
か
ら
欺
誣
、
脅

迫
ま
で
教
え
、
村
校
で
生
徒
に
教
授
し
て
い
る
、
と
い
う
北
宋
の
記
事
を
は
じ
め

１
９

、
簪
筆
の
悪
名
高
い
江
西
で
は
往
々
に
し
て
訟
學

を
開
き
「
金
科
之
法
」
な
ど
に
よ
り
「
數
百
人
」
を
集
め
て
訴
訟
技
術
を
教
え
て
お
り
、
兩
浙
路
處
州
松
陽
に
も
「
業
觜
社
」
が
あ
っ

た
と
す
る
北
宋
の
記
事

２
０

、
江
西
吉
州
・
筠
州
で
は
「
公
理
雜
詞
」
が
刊
行
さ
れ
民
童
が
勉
強
し
て
い
た
と
す
る
記
事

２
１

、
江
西
に
『
四



 

6 

 

言
雜
字
』
な
る
「
詞
訟
を
教
授
す
る
の
書
」
が
あ
り
児
童
に
ま
で
教
え
ら
れ
て
い
た
と
す
る
南
宋
の
記
事

２
２

、
虔
、
吉
等
州
で
は
家
學

と
し
て
訴
訟
を
教
え
る
習
慣
が
あ
る
と
し
た
南
宋
の
記
事

２
３

な
ど
を
紹
介
し
、
「
こ
の
有
名
な
江
西
の
訟
學
が
、
何
に
起
因
す
る
か
、

一
向
に
分
か
ら
な
い
」
と
し
つ
つ
、
南
唐
の
影
響
な
ど
を
示
唆
さ
れ
て
い
る

２
４

。
そ
し
て
佐
立
治
人
氏
は
こ
の
よ
う
に
、
民
間
の
訴
訟

技
術
教
授
に
法
律
學
習
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
重
視
さ
れ
、
法
律
を
熟
知
す
る
こ
と
が
訴
訟
上
有
利
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
當
時
の
民

事
的
な
裁
判
で
は
判
斷
基
準
と
し
て
法
律
が
重
視
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
、と
主
張
す
る
。確
か
に
佐
立
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
、

宋
代
の
判
語
作
者
の
言
葉
に
は
、
情
と
の
對
比
に
お
い
て
も
、
判
決
に
お
け
る
法
律
の
重
要
性
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
表
現
が
多
見
さ

れ
る
。
そ
し
て
事
實
、
南
宋
の
『
清
明
集
』
を
見
れ
ば
、
江
西
を
は
じ
め
と
し
て
各
地
で
名
公
が
、
事
細
か
に
法
律
を
引
用
し
、
民
事

的
案
件
（
土
地
爭
い
な
ど
）
に
判
斷
を
下
す
事
例
は
、
數
多
く
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る

２
５

。 

こ
の
「
江
西
の
訟
學
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
江
西
の
事
例
の
中
で
、
少
な
く
と
も
江
西
の
『
鄧
思
賢
』、
江
西
の
『
四
言
雜
字
』
は
明

確
に
法
律
學
習
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
民
間
に
お
い
て
法
律
學
習
が
行
わ
れ
る
他
の
事
例
と
し
て
、「
鄉
村
に
て
聚
徒
し
律
令
を
教
習

す
」
る
と
い
う
湖
南
の
事
例

２
６

、
江
西
袁
州
に
つ
い
て
「
天
下
の
郡
、
吉
〔
州
〕
難
治
を
稱
す
る
も
、
し
か
し
て
袁
〔
州
〕
實
に
之
れ

に
次
ぐ
。
何
ぞ
。
編
戶
の
内
、
訟
を
學
ぶ
こ
と
風
を
成
し
、
鄉
校
の
中
、
律
を
校
す
る
こ
と
業
を
爲
す
。
故
に
其
巧
僞
は
彌
甚
に
し
て
、

錐
刀
し
必
ず
爭
い
、
條
を
引
き
例
を
指
し
」
云
々
と
い
う
知
州
の
文
章

２
７

、
江
南
東
路
歙
州
（
の
ち
孜
徽
省
徽
州
）
に
つ
い
て
の
「
歙

州
の
民
、
律
令
を
習
い
、
性
、
訟
を
喜
ぶ
」

２
８

と
い
う
記
述
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら
に
宮
崎
氏
が
紹
介
し
た
簪
筆
の
悪
名
高
い
江
西
の
『
金

科
之
法
』
に
よ
る
學
習
、
兩
浙
路
處
州
松
陽
「
業
觜
社
」、
江
西
吉
州
・
筠
州
の
「
公
理
雜
詞
」
刊
行
、
江
西
虔
、
吉
等
州
に
お
け
る
教

訟
な
ど
も
そ
う
で
あ
る
が
、
廣
西
の
州
縣
學
の
事
情
に
つ
い
て
「
編
戶
の
間
、
學
籍
に
預
る
も
の
有
る
も
、
其
の
父
兄
、
盡
く
辭
訴
の

事
を
以
て
之
れ
に
付
し
、
錐
刀
の
末
を
校
爭
し
て
、
以
っ
て
恥
と
爲
す
を
知
ら
ず
」
と
あ
る
例

２
９

な
ど
も
、
法
律
學
習
と
は
明
言
し
て
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い
な
い
が
、
多
く
は
實
際
に
法
律
を
教
え
て
い
た
と
も
推
測
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
少
な
く
と
も
殘
さ
れ
た
事
例
か
ら
は
、
前

稿
で
あ
き
ら
か
に
し
た
健
訟
と
同
じ
よ
う
に
、
法
律
學
習
も
江
西
に
お
い
て
盛
ん
で
あ
り
、
ま
た
湖
南
な
ど
で
も
見
ら
れ
る
。 

さ
ら
に
、
宋
朝
制
度
下
に
あ
っ
て
、
裁
判
官
は
等
し
く
法
律
を
引
用
し
て
い
た
の
か
と
言
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば

『
清
明
集
』
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
語
の
著
者
に
注
意
し
つ
つ
讀
ん
で
ゆ
く
と
、
當
然
の
こ
と
な
が
ら
、
著
者
に
よ
り
文
章
の
個
人
的
な

特
徴
が
あ
る
。
以
下
、
筆
者
が
以
前
行
っ
た
分
析
を
も
と
に
、
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、
范
應
鈴
は
、
卷
四
戶
婚
門
（
爭

業
上
）
冒
頭
に
一
〇
以
上
の
判
語
を
連
ね
る
な
ど
、
民
事
的
案
件
が
比
較
的
多
い
し
、
ま
た
蔡
杭
は
、
懲
悪
門
、
人
倫
門
に
興
味
深
い

文
章
を
多
く
殘
し
て
い
る
。
一
般
に
判
語
に
於
い
て
法
が
引
用
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
直
前
に
「
在
法
」、
複
數
の
法
を
續
け
て
引
用
す
る

と
き
は
「
在
法
、
又
法
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
一
番
多
い
が
（
「
法
」
は
具
體
的
に
「
令
」
や
「
勅
」
で
あ
る
場
合
が
多
い
）
、
特
に
范

應
鈴
や
胡
頴
の
判
語
に
は
「
准
法
」
「
准
令
」
と
い
う
言
い
方
も
少
な
く
な
い
。
更
に
、
ま
た
「
謹
按
令
（
律
）
曰
」
な
ど
、「
謹
」
の

字
を
使
う
言
い
方
は
、
翁
甫
獨
特
の
表
現
で
あ
る
。
極
端
な
事
例
と
し
て
、
吳
勢
卿
は
法
條
文
の
引
用
を
行
わ
ず
に
判
決
を
下
す
。
殘

さ
れ
た
二
五
の
判
語
の
う
ち
、
は
っ
き
り
法
の
條
文
を
引
用
し
た
も
の
は
皆
無
な
の
で
あ
る
。
蔡
杭
も
法
の
引
用
が
極
め
て
少
な
い
。

そ
し
て
引
用
す
る
場
合
も
、
事
實
に
一
つ
一
つ
條
文
を
對
應
さ
せ
る
范
應
鈴
式
で
は
な
く
、
冒
頭
に
「
勅
…
…
、
律
…
…
、
勅
…
…
」

「
按
律
…
…
、
又
律
…
…
、
又
律
…
…
、
又
勅
…
…
」
と
法
律
を
列
舉
し
、
以
降
は
随
意
判
斷
す
る
形
式
が
目
立
つ
。
そ
し
て
一
定
の

（
二
五
以
上
）
の
數
を
殘
す
名
公
七
人
（
多
い
順
に
胡
頴
、
蔡
杭
、
范
應
鈴
、
翁
甫
、
吳
勢
卿
、
吳
革
、
劉
克
莊
）
の
う
ち
、
三
割
以

上
の
割
合
で
判
語
中
に
法
律
引
用
を
行
う
ト
ッ
プ
三
人
は
、
翁
甫
（
約
四
四
％
）
、
范
應
鈴
（
約
三
八
％
）
、
吳
革
（
約
三
〇
％
）
で
あ

り
、
翁
甫
は
福
建
崇
孜
人
で
あ
る
が
、
范
應
鈴
と
吳
革
は
二
〇
名
を
超
え
る
清
明
集
名
公
の
う
ち
、
た
だ
二
人
、
江
西
出
身
者
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
三
割
以
上
の
判
語
で
、
法
律
條
文
の
引
用
を
行
っ
て
い
る
。
約
一
八
％
の
判
語
で
法
律
引
用
を
し
て
五
位
と
な
っ
て
い
る
胡



 

8 

 

頴
も
惟
一
、
同
樣
に
開
發
に
よ
る
健
訟
を
指
摘
さ
れ
る
湖
南
の
出
身
者
で
あ
り

３
０

、
判
決
文
で
范
應
鈴
を
參
考
に
し
て
い
る
例
も
あ
る

３
１

。
こ
う
し
て
み
る
と
き
、
宋
代
の
判
語
と
言
っ
て
も
、
法
律
へ
の
接
し
方
に
は
地
方
官
の
個
性
が
見
ら
れ
、
ま
た
出
身
地
が
健
訟
の

地
域
で
あ
る
も
の
は
、
こ
の
分
析
に
限
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
す
べ
て
判
語
に
お
い
て
法
律
引
用
を
行
う
率
が
高
い
。
た
だ
、
法
律
が
引

用
さ
れ
た
判
語
そ
の
も
の
が
出
さ
れ
た
場
所
が
、
判
語
の
筆
者
に
關
わ
ら
ず
、
訟
學
や
健
訟
で
知
ら
れ
た
江
西
・
湖
南
に
お
い
て
高
い

か
と
い
え
ば
、
筆
者
の
調
べ
た
限
り
、
そ
の
よ
う
な
相
關
關
係
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
各
地
に
赴
任
す
る
地
方
官

が
、
赴
任
地
に
應
じ
て
自
ら
の
判
語
ス
タ
イ
ル
を
變
化
さ
せ
て
い
る
事
實
は
看
取
さ
れ
な
い
。
一
方
、『
清
明
集
』
の
法
律
條
文
引
用
に

關
す
る
近
年
の
諸
研
究
を
參
照
と
し
つ
つ
、
事
案
の
内
容
と
法
律
條
文
の
引
用
の
率
の
關
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
戶
婚
差
役
、
找
價
回

贖
に
關
す
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
特
に
法
律
引
用
が
多
い
と
言
え
る

３
２

。 

い
ま
ひ
と
つ
、
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。
先
に
触
れ
た
「
明
堂
赦
す
、
訪
聞
す
ら
く
、
虔
・
吉
等
州
、
專
ら
家
學
に
て
詞
訟
を
教

習
す
る
有
り
、
積
し
て
久
し
く
、
風
を
成
す
」

３
３

と
い
う
紹
興
七
年
の
記
事
の
一
年
半
後
、
紹
興
九
年
二
月
の
吉
州
免
解
進
士
周
南
仲

の
上
書
に
「
臣
恭
讀
す
る
に
、
去
年
明
堂
赦
書
内
に
一
項
有
り
、
虔
・
吉
の
教
訟
を
禁
止
す
る
有
り
。
州
縣
を
脅
す
を
以
て
慮
と
な
す
。

臣
、
廟
堂
の
上
を
意
え
ば
、
虔
・
吉
の
贓
吏
を
黨
護
す
る
者
有
り
、
故
に
此
を
以
て
詔
す
」

３
４

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
虔
州
、
吉
州
の
贓

吏
を
「
黨
護
」
す
る
も
の
が
誰
で
あ
る
か
は
明
ら
か
な
で
な
い
が
、
中
央
に
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
宮
崎
氏
指
摘
す
る
よ
う
に
、

訴
訟
の
た
め
の
法
律
學
習
に
對
す
る
「
最
初
の
禁
令
は
、
舊
法
黨
が
廟
堂
に
立
っ
た
元
祐
元
年
四
月
に
發
せ
ら
れ
て
い
る
」

３
５

し
、
ま

た
江
西
人
の
訴
訟
好
き
を
批
判
し
『
鄧
思
賢
』
の
存
在
を
指
摘
し
た
沈
括
の
『
夢
渓
筆
談
』
は
、
當
初
王
孜
石
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
っ
た

沈
括
の
失
脚
後
、
元
祐
に
入
っ
て
か
ら
成
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

３
６

。
一
方
、
江
西
の
健
訟
イ
メ
ー
ジ
の
確
立
に
最
も
大
き
な

影
響
を
持
っ
た
の
は
江
西
詵
派
の
黃
庭
堅
で
あ
る
が
、
彼
は
周
知
の
よ
う
に
、
蘇
軾
門
下
で
新
法
派
と
は
關
係
が
悪
い
。
以
上
の
諸
點
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か
ら
、
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
も
と
も
と
開
發
が
進
み
、
江
西
各
地
に
お
い
て
訴
訟
が
激
し
か
っ
た
と
こ
ろ
に
加
え
、
神
宗
期
以
降
、

特
に
南
宋
に
増
加
し
た
江
南
出
身
の
大
臣

３
７

が
、
出
身
地
の
健
訟
の
徒
を
含
む
諸
勢
刂
と
の
關
係
を
維
持
し
て
お
り
、
中
央
の
政
爭
に

際
し
て
こ
れ
ら
江
南
の
健
訟
が
こ
と
さ
ら
問
題
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
法
律
・
制
度
を
重
視
し
樣
々
な
新
規
立
法
に
よ
っ
て
改
革

を
詴
み
た
江
西
出
身
の
王
孜
石
に
批
判
的
な
黃
庭
堅
や
沈
括
以
降
の
人
々
が
、
江
西
に
お
け
る
健
訟
や
訴
訟
學
習
の
イ
メ
ー
ジ
を
流
布

し
た
、
と
の
類
推
に
駆
ら
れ
る
。 

し
か
し
、
州
レ
ベ
ル
も
含
め
た
個
々
の
健
訟
關
連
、
あ
る
い
は
訟
學
に
關
す
る
個
別
記
事
は
し
ば
し
ば
具
體
的
で
あ
る
と
同
時
に
、

必
ず
し
も
江
西
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
言
を
ま
た
ず
、
特
に
政
治
的
背
景
が
想
像
し
に
く
い
も
の
も
多
い
。
確
か
に
葉
適
や
朱
熹
な
ど
南

宋
の
學
者
に
よ
る
宋
朝
の
詳
細
な
法
典
批
判
は
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
が

３
８

、
朱
子
學
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
『
清
明
集
』
作
者
た

ち
は
、
江
西
以
外
の
樣
々
な
地
に
お
い
て
法
律
を
多
用
し
て
判
決
し
て
お
り
、
江
西
出
身
の
范
應
鈴
な
ど
は
、
法
律
重
視
の
言
動
が
極

め
て
顯
著
で
あ
る
。す
で
に
眞
宗
景
德
年
間
に
知
袁
州
と
な
っ
た
楊
侃
が
、「
天
下
で
袁
州
は
吉
州
に
つ
い
で
難
治
で
あ
る
。な
ぜ
な
ら
、

一
般
民
の
間
で
學
訟
が
一
般
化
し
、
鄉
校
で
は
校
律
（
法
律
學
習
）
が
行
わ
れ
て
お
り
、
巧
み
に
僞
小
さ
な
事
を
あ
げ
つ
ら
い
、
條
文

を
引
用
し
前
例
を
指
摘
し
、
秘
密
を
暴
露
し
あ
い
、
訴
訟
が
起
こ
れ
ば
百
人
が
獄
に
つ
な
が
れ
て
何
年
も
解
決
し
な
い
」
と
、
袁
州
の

難
治
イ
メ
ー
ジ
、
法
律
學
習
、
裁
判
に
お
け
る
法
律
利
用
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
か
り
に
上
記
の
學
派
的
・
政
治
的
對
立
が
認
識

や
記
述
に
關
係
す
る
と
い
う
「
類
推
」
が
一
部
當
た
っ
て
い
た
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
宋
代
裁
判
に
お
け
る
法
律
利
用
、
江
西
・
湖
南
・

徽
州
な
ど
で
の
法
律
學
習
の
隆
盛
と
い
う
事
實
と
し
て
の
前
提
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。
地
域
に
よ
る
法
律
利
用
に
か
ん
す

る
文
化
の
違
い
は
確
か
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。 
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二 

判
語
に
頻
見
さ
れ
る
法
條 

 

本
節
で
は
、
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
述
べ
た
、「
二
〇
年
規
定
」
な
ど
宋
代
の
主
要
な
土
地
典
賣
關
係
の
法
律
を
檢
討
す
べ
く
、
判

語
に
お
い
て
い
か
な
る
法
律
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
考
え
て
み
た
い
。
周
知
の
ご
と
く
、『
清
明
集
』
は
淮
南
・
江
南
を
中
心
と
し
た

廣
い
地
域
に
渡
っ
て
お
り
、
ま
た
上
に
述
べ
た
ご
と
く
個
人
的
な
差
異
を
除
け
ば
法
律
利
用
そ
の
も
の
に

ー
女
子
分
法
・
戸
絶
法
の

ご
と
く
多
少
の
考
察
を
要
す
る
も
の
は
あ
る
も
の
の

３
９

ー
、
顕
著
な
地
方
性
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
本
節
お
よ
び
次
節
で
は
、
地

域
を
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
法
律
條
文
全
體
を
考
察
の
對
象
と
し
、
地
域
性
に
つ
い
て
は
本
稿
最
終
節
で
再
び
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す

る
。 さ

て
、
刑
事
的
法
條
が
主
で
あ
る
律
を
法
典
の
柱
と
し
た
明
清
代
、
特
に
清
代
の
裁
判
に
あ
っ
て
、「
判
語
に
お
い
て
引
照
さ
れ
る
國

法
と
は
、
具
體
的
に
言
え
ば
大
體
に
お
い
て
『
大
清
律
例
』
な
る
た
だ
一
つ
の
法
典
に
限
ら
れ
」、
則
例
省
例
な
ど
が
引
か
れ
る
こ
と
は

極
め
て
稀
だ
っ
た
、
と
さ
れ
る
狀
況
と

４
０

、
民
事
的
方
面
に
お
い
て
も
多
く
の
法
律
が
裁
判
に
お
い
て
引
照
さ
れ
る
宋
代
史
料
に
見
ら

れ
る
裁
判
狀
況
と
は
、
大
き
く
異
な
る
。
確
か
に
『
清
明
集
』、
黃
榦
『
黃
勉
齋
先
生
文
集
』、
劉
克
莊
『
後
村
先
生
大
全
集
』
な
ど
に

見
ら
れ
る
宋
代
判
語
を
見
て
み
る
と
、『
清
明
集
』
戶
婚
門
を
中
心
と
し
て
、
宋
代
お
そ
く
と
も
『
清
明
集
』
の
舞
台
と
な
っ
た
南
宋
末

期
に
は
、
豐
富
な
民
事
的
な
立
法
や
命
令
發
布
が
行
わ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
裁
判
に
お
い
て
頻
繁
に
利
用
さ
れ
て
い
た
實
態
が
う
か
が
わ

れ
る

４
１

。
そ
も
そ
も
そ
れ
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
れ
ら
『
清
明
集
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
民
事
的
立
法
は
早
く
か
ら
研
究
者
の
注
意
を
引
い

て
お
り
、
同
書
の
宋
版
戶
婚
門

４
２

の
み
知
ら
れ
て
い
た
時
代
か
ら
、
所
載
の
樣
々
な
法
令
を
整
理
す
る
作
業
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
う
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し
た
作
業
は
『
宋
會
要
』『
慶
元
條
法
事
類
』『
袁
氏
世
範
』
な
ど
を
も
あ
わ
せ
つ
つ
、
宋
代
の
法
律
を
分
類
・
整
理
し
た
仁
井
田
陞
氏

に
始
ま
り

４
３

、
ま
た
徐
道
鄰
氏

４
４

も
『
宋
刑
統
』
の
内
容
の
順
序
を
參
照
し
つ
つ
、「
入
道
」「
財
產
」「
分
產
」「
別
孛
子
」「
抱
養
」「
繼

絕
」
「
立
繼
承
產
」
「
戶
絕
法
」
「
遺
嘱
」
「
田
孛
」「
婚
姻
」「
闘
訟
」「
負
債
」「
交
易
」
の
諸
項
目
下
に
『
清
明
集
』
中
の
諸
條
文
を
配

置
し
て
い
る
。『
清
明
集
』
全
體
を
通
し
て
み
た
と
き
に
、
具
體
的
に
い
か
な
る
條
文
が
あ
る
の
か
は
別
稿
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
が

４
５

、

結
論
的
に
所
見
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
幾
つ
か
の
條
文
が
比
較
的
多
數
回
、
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
づ
か
さ
れ
る
。 

例
え
ば
戶
婚
門
を
見
る
限
り
最
も
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
さ
き
の 

・
「
諸
理
訴
田
孛
、
而
契
要
不
明
、
過
二
十
年
、
錢
主
或
業
主
死
者
、
不
得
受
理
」（
「
二
〇
年
規
定
」

４
６

） 

で
あ
る
。
ま
た
家
族
財
產
關
連
の
法
律
と
し
て
特
に 

・
「
夫
亡
妻
在
、
從
其
妻
」

４
７ 

と
い
う
規
定
は
多
く
引
か
れ
て
お
り
、
ま
た
戶
絕
財
產
の
歸
屬
問
題
に
つ
い
て
の
規
定

４
８

を
は
じ
め
、
養
子
關
連
、
別
籍
異
財
の
禁
止
、

孤
帅
の
檢
校
に
關
す
る
規
定
も
か
な
り
の
回
數
見
ら
れ
る

４
９

。
だ
が
本
稿
で
は
行
論
上
、
土
地
典
賣
關
係
の
法
律
に
限
っ
て
み
て
ゆ
く

こ
と
と
す
る
が
、
戶
婚
門
を
通
じ
て
見
た
と
き
特
に
目
立
つ
こ
と
は
、
「
二
〇
年
規
定
」
の
ご
と
く
、
出
訴
年
限
を
定
め
た
法
律

５
０

、

つ
ま
り
一
定
年
限
以
降
は
訴
訟
を
「
受
理
す
る
を
得
ず
」
と
定
め
た
法
律
が
特
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。
具
體
的
に
は
「
二
〇
年
規
定
」

以
外
に
、 

・
「
諸
典
賣
田
孛
、
滿
三
年
而
訴
以
應
問
鄰
而
不
問
者
、
不
得
受
理
」

５
１

（
以
下
、「
應
問
鄰
而
不
問
者
」
に
關
す
る
規
定
を
「
問
鄰
規

定
」
と
稱
す
る
） 

・
「
應
交
易
田
孛
、
過
三
年
而
論
有
利
債
負
准
折
、
官
司
並
不
得
受
理
」

５
２

（
以
下
、「
債
負
准
折
」
を
禁
じ
る
規
定
を
「
准
折
禁
止
規
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定
」
と
稱
す
る
） 

な
ど
の
法
律
が
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、「
問
鄰
規
定
」
や
「
准
折
禁
止
規
定
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
構
成
す

る
語
句
が
相
互
に
混
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、必
ず
し
も
獨
立
し
た
一
つ
の
法
律
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
常
に
適
當
と
は
限
ら
な
い
。

そ
れ
と
比
べ
る
と
、
「
二
〇
年
規
定
」
は
か
な
り
法
律
と
し
て
固
定
化
し
た
形
で
引
用
さ
れ
る
法
律
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
、 

・「
典
賣
眾
分
田
孛
、
私
轍
費
用
者
、
準
分
法
追
還
、
令
元
典
賣
人
還
價
、
即
典
賣
滿
十
年
者
免
追
、
止
償
其
價
。
過
十
年
、
典
賣
人
死
、

或
已
二
十
年
、
各
不
在
論
理
之
限
」

５
３ 

と
あ
り
、
最
後
の
「
過
十
年
、
典
賣
人
死
、
或
已
二
十
年
、
各
不
在
論
理
之
限
」
は
實
賥
的
に
は
「
二
〇
年
規
定
」
に
類
似
し
て
い
る

が
、
前
半
部
分
、「
典
賣
滿
十
年
者
免
追
、
止
償
其
價
」
つ
ま
り
兄
弟
が
田
孛
を
典
賣
し
た
場
合
一
〇
年
た
て
ば
田
孛
そ
の
も
の
を
返
還

し
な
く
と
も
金
錢
の
辨
濟
の
み
に
止
め
る
と
い
う
段
階
が
存
在
し
、「
二
〇
年
規
定
」
の
内
容
と
あ
わ
せ
た
段
階
的
な
文
言
の
法
規
も
存

在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
戶
婚
門
で
は
な
い
が
、『
清
明
集
』
に
は
「
已
に
財
產
を
分
か
ち
滿
三
年
に
し
て
不
帄
を
訴
う
、
及
び
滿
五
年

に
し
て
分
無
く
違
法
な
り
と
訴
う
る
は
、
各
の
受
理
す
る
を
得
ず
」

５
４

と
す
る
法
律
も
見
ら
れ
る
。
一
〇
年
ー
二
〇
年
、
あ
る
い
は
三
年
ー
五

年
と
段
階
的
に
條
件
を
厳
し
く
し
て
ゆ
く
こ
れ
ら
の
條
文
と
比
較
し
た
と
き
、
も
っ
と
も
『
清
明
集
』
で
多
く
登
場
す
る
こ
の
「
二
〇
年
規
定
」

は
、
金
錢
的
・
部
分
的
な
解
決
を
も
想
定
し
て
い
な
い
と
い
う
點
で
厳
し
く
、
期
間
が
も
っ
と
も
長
い
部
類
に
屬
す
る

５
５

。
こ
の
よ
う
に
出
訴

年
限
を
定
め
た
規
定
は
少
な
か
ら
ず
存
在
し
、
か
つ
、
一
見
類
似
の
内
容
も
少
な
く
な
い
。
な
お
、
赤
貧
の
阿
章
が
以
前
の
土
地
交
易
を
斷

賣
で
な
く
典
で
あ
っ
た
と
し
て
回
贖
を
求
め
た
の
に
對
し
、「
經
て
十
有
餘
年
を
隔
て
、
若
し
寡
婦
卑
帅
を
以
て
之
れ
を
論
ぜ
し
も
、
條

限
を
出
違
せ
ば
、
亦
た
不
應
受
の
域
に
在
り
」
と
し
た
事
例

５
６

、
「
交
易
を
理
訴
す
る
に
は
、
自
ず
と
條
限
有
り
。
毛
汝
良
、
屋
孙
田

地
を
陳
自
牧
・
陳
潛
に
典
賣
せ
し
は
、
皆
な
止
だ
十
年
な
ら
ず
。
毛
永
成
、
眾
存
の
白
約
を
執
る
は
、
乃
ち
十
年
の
後
に
お
い
て
吝
贖
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せ
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
。
本
縣
條
限
を
援
引
し
、
永
成
を
坐
す
る
に
虛
妄
の
罪
を
以
て
す
」

５
７

と
し
た
事
例
か
ら
、
こ
の
時
期
（
淳
祐

年
間
一
二
四
一
～
五
二
前
半
期
）
に
出
訴
期
間
を
一
〇
年
に
短
縮
す
る
立
法
が
な
さ
れ
、
吳
革
が
知
臨
孜
府
で
あ
っ
た
景
定
四
（
一
二

六
三
）
年
に
「
二
〇
年
規
定
」
の
舊
に
復
し
た
、
と
の
説
が
あ
る

５
８

。「
條
限
」（
法
定
さ
れ
た
期
限
）
と
い
う
宋
代
資
料
に
頻
見
さ
れ

る
語
は
、
出
訴
年
限
の
規
定
を
指
し
て
言
う
例
も
少
な
く
な
く

５
９

、
確
か
に
一
〇
年
を
限
っ
て
交
易
を
理
訴
で
き
ぬ
と
し
た
何
ら
か
の

法
條
を
吳
革
は
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
出
訴
年
限
に
つ
い
て
は
「
二
〇
年
規
定
」
以
外
に
も
い
く
つ
か
の
條
文
が
存
在

す
る
の
で
あ
り
、
一
〇
年
を
限
る
こ
の
「
條
限
」
の
具
體
的
條
件
が
既
存
の
史
料
の
み
か
ら
不
明
で
あ
る
以
上
、
當
時
す
で
に
世
に
定

着
し
て
い
た
「
二
〇
年
規
定
」
が
、
か
く
も
短
期
間
の
う
ち
に
一
度
一
〇
年
と
改
變
さ
れ
、
ま
た
景
定
に
舊
に
復
し
た
と
い
う
説
に
は

從
い
が
た
い
。
他
の
一
〇
年
規
定
が
存
在
し
た
と
推
測
す
る
ほ
う
が
穏
當
で
あ
ろ
う
。 

 

さ
て
、
當
時
の
訴
訟
の
大
半
は
戶
婚
田
土
あ
る
い
は
田
訟
と
い
わ
れ
る
民
事
的
な
爭
い
、
こ
と
に
不
動
產
を
め
ぐ
る
爭
い
が
多
い
と

考
え
ら
れ

６
０

、
こ
れ
に
は
無
論
、
家
產
分
割
な
ど
に
つ
い
て
の
事
案
も
含
ま
れ
る
。
本
稿
で
は
田
孛
の
典
賣
に
關
す
る
も
の
を
主
と
し

て
、『
清
明
集
』
に
比
較
的
多
數
回
引
か
れ
て
い
る
法
律
を
檢
討
し
て
ゆ
き
た
い
が
、
以
下
こ
う
し
た
三
年
、
一
〇
年
、
二
〇
年
と
い
っ

た
期
間
で
の
出
訴
年
限
制
限
型
の
法
律
が
中
心
と
な
る
。
無
論
、
田
孛
す
な
わ
ち
不
動
產
の
典
賣
に
か
か
わ
る
法
律
で
、
出
訴
年
限
制

限
型
以
外
の
法
律
も
、『
清
明
集
』
戶
婚
門
に
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
先
に
、
以
前
の
土
地
賣
買
に
關
し
先
買
權
者
の
所
有
權
主
張
な
ど

を
想
定
し
た
「
問
鄰
規
定
」
を
紹
介
し
た
が
、
土
地
賣
買
に
際
し
て
は
四
鄰
親
戚
の
先
買
權
を
定
め
た
、
次
の
規
定
が
あ
る
。 

・
「
諸
典
賣
田
孛
、
四
鄰
所
至
有
本
宗
緦
麻
以
上
親
、
其
墓
田
相
去
百
步
內
者
、
以
帳
取
問
」。 

元
來
、
『
宋
刑
統
』
に
は
ま
ず
房
親
、
次
に
四
鄰
に
不
動
產
を
典
買
す
る
權
利
が
あ
る
と
し
た
建
隆
の
起
請
が
存
在
し
た
（
後
述
）
。
宋

代
を
通
じ
て
こ
の
親
族
・
鄰
地
者
の
優
先
權
を
定
め
た
法
は
「
親
鄰
の
法
」「
親
鄰
條
法
」
と
稱
さ
れ
て
『
清
明
集
』
で
も
多
く
の
事
例
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が
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
言
う
出
訴
年
限
制
限
付
の
「
問
鄰
規
定
」
は
、「
親
鄰
の
法
」
の
一
部
で
あ
っ
て
、
普
通
こ
れ
を
總
稱
し
て
「
親

鄰
の
法
」
と
言
う
が
、
法
律
の
構
成
を
理
解
す
る
た
め
に
本
稿
で
は
別
け
て
考
え
た
い
。
後
述
の
よ
う
に
「
問
鄰
規
定
」
と
「
准
折
禁

止
規
定
」
は
し
ば
し
ば
合
體
し
て
一
つ
の
法
律
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
回
贖
の
時
期
に
つ
い
て
の
規
定

６
１

、
重
疊
・
盜
典
賣
の
禁
止

６
２

、
典
賣
に
際
し
て
の
離
業
励
行

６
３

、
合
同
契
作
成

６
４

や
契
約
書
と
現
況
が
異
な
っ
た
場
合
契
約
書
の
優
先

６
５

な
ど
を
定
め
た
法
律
が

見
ら
れ
る
が
、
や
は
り
多
く
見
ら
れ
る
の
は
上
記
の
出
訴
年
限
制
限
型
の
法
律
で
あ
る
。
金
錢
的
な
土
地
價
格
の
變
動
や
、
開
發
・
土

地
稀
少
化
に
よ
る
土
地
の
價
値
上
昇
な
ど
、
回
贖
問
題
な
ど
土
地
の
所
有
權
移
轉
・
回
贖
案
件
の
條
件
を
檢
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
た
め
、
本
稿
次
節
で
は
と
り
あ
え
ず
土
地
典
賣
關
係
で
登
場
回
數
の
多
い
「
二
〇
年
規
定
」、「
准
折
禁
止
規
定
」、「
問
鄰
規
定
」

と
「
親
鄰
の
法
」
を
主
た
る
檢
討
の
對
象
と
し
、
他
は
必
要
に
應
じ
て
參
考
に
す
る
形
で
、
そ
れ
ら
法
律
の
成
り
立
ち
や
使
わ
れ
方
を

見
て
ゆ
き
た
い
。 

  

三 

法
利
用
の
具
體
的
檢
討 

 

（
１
）「
二
〇
年
規
定
」 

 

仁
井
田
氏
は
「
出
訴
期
間
」
の
節
に
お
い
て
、
清
明
集
に
は
「
賥
地
回
贖
に
關
す
る
訴
訟
が
し
ば
し
ば
見
え
て
い
る
が
、
裁
判
は
一

定
の
證
據
に
よ
る
こ
と
を
要
し
た
。
そ
の
證
據
の
一
つ
は
、
買
契
、
典
契
の
よ
う
な
書
證
で
あ
る
が
、
賣
買
も
し
く
は
典
賥
契
約
の
當

事
者
の
双
方
、
又
は
一
方
が
す
で
に
死
亡
し
て
い
て
契
の
眞
偽
を
證
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
官
は
賣
地
ま
た
は
賥
地
の
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訴
を
受
理
し
な
か
っ
た
」
と
し
て
こ
の
條
文
を
含
む
判
語
を
引
用
し
、「
又
、
前
記
の
訴
訟
に
は
出
訴
期
間
が
法
定
さ
れ
、
期
間
滿
了
後

で
も
ま
た
右
に
同
じ
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
、
同
條
文
を
含
む
別
の
判
語
を
引
用
し
て
い
る

６
６

。
一
方
、
岸
本
氏
は
言
わ
れ
る
、
こ
の

規
定
は
曖
昧
だ
が
實
際
に
は
建
隆
三
年
の
規
定

６
７

の
如
く
解
釋
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
二
〇
年
と
い
う
制
限
に
意
味
は
な
く
な
る
。
二

〇
年
た
っ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
「
要
す
る
に
は
っ
き
り
し
た
典
契
が
あ
れ
ば
回
贖
を
許
す
し
、
な
け
れ
ば
許
さ
な
い
、
と
い
う
だ

け
の
話
で
は
な
い
か
」
。
そ
し
て
二
〇
年
と
い
う
形
式
的
要
件
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
で
健
訟
の
防
止
に
効
果
が
あ
っ
た
が
一
方
、
二

〇
年
を
唯
一
の
判
斷
基
準
と
し
て
明
確
な
契
約
書
が
あ
っ
て
も
訴
訟
を
受
理
し
な
い
と
い
う
の
も
「
一
般
的
な
公
正
感
覚
に
抵
触
す
る
」、

結
局
諸
方
面
と
考
慮
の
妥
協
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（
二
二
七
～
八
頁
）
、
と
。 

 

ま
ず
こ
の
法
律
の
成
立
・
構
造
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
最
初
に
手
が
か
り
と
す
べ
き
は
卷
四
「
契
約
不
明
錢
主
或
業
主
亡
者
不
應
受

理
」（
方
岳
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
湯
氏
、
郟
氏
の
土
地
爭
い
で
あ
り
、
彼
ら
の
契
約
書
に
不
審
な
點
が
あ
り
、
方
岳
は
、
こ
れ
は
「
契
約

不
明
」
に
該
當
す
る
と
言
う
。
し
か
し
、
略
述
「
法
で
は
、「
契
要
不
明
な
る
も
二
十
年
を
過
ぎ
、
錢
主
或
い
は
業
主
亡
か
り
せ
ば
、
受

理
す
る
を
得
ず
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
二
つ
の
條
文
で
あ
る
。「
二
〇
年
を
過
ぎ
れ
ば
受
理
で
き
な
い
」
と
い
う
の
は
、
長
期

間
提
訴
が
な
か
っ
た
こ
と
を
言
い
、
こ
れ
が
一
條
で
あ
る
。
だ
が
「
世
人
」
は
こ
の
法
を
引
用
す
る
と
き
、
二
つ
を
合
わ
せ
て
一
つ
と

し
、
法
の
趣
旨
を
逸
し
て
い
る
。
今
回
の
訴
訟
で
は
、
二
〇
年
に
及
ん
で
い
な
い
も
の
の
、
李
孟
傳
な
る
も
の
が
既
に
死
ん
で
い
る
の

で
、
契
約
書
の
眞
偽
が
誰
に
も
證
明
で
き
ず
、
受
理
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
。
こ
こ
に
言
う
二
條
文
と
は 

(

Ａ)

「
契
要
不
明
、
過
二
十
年
、
不
得
受
理
」 

(

Ｂ)

「
契
要
不
明
、
錢
主
或
業
主
亡
者
、
不
得
受
理
」 
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で
あ
る
。
つ
ま
り
本
件
は
、「
契
約
不
明
」
に
該
當
し
、
し
か
も
二．
〇．
年
以
内
で
あ
る
か
ら

．
．
．
．
．
．
．
．
、(

Ａ)

は
適
用
で
き
な
い
（
受
理
せ
ざ
る
を

得
な
い
）
が
、
契
約
書
の
眞
偽
を
解
決
す
べ
き
人
物

６
８

が
既
に
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
も
と
も
と
別
の
法
で
あ
る(

Ｂ)

を
適
用

す
る
こ
と
が
で
き
、
よ
っ
て
こ
の
訴
訟
は
受
理
せ
ず
、
結
局
「
不
應
受
理
の
條
に
照
ら
し
て
、
契
約
書
を
抹
し
て
一
件
書
類
に
付
し
」

云
々
と
の
處
置
が
下
さ
れ
て
い
る
。
方
岳
は
こ
の
「
二
〇
年
規
定
」
を
明
ら
か
に(

Ａ)

、(

Ｂ)

別
途
の
も
の
と
考
え
て
お
り
、
同
じ
く

方
岳
の
卷
四
「
孝
僧
爭
田
之
妄
」
に
よ
れ
ば
、
九
三
年
間
吳
氏
が
所
有
し
て
き
た
田
產
の
所
有
權
を
め
ぐ
っ
て
、
主
に
紹
興
三
〇
年
の

公
據
を
根
據
と
し
、
そ
の
田
產
の
元
來
の
所
有
者
た
る
妙
縁
院
が
所
有
權
を
主
張
し
て
提
訴
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
持
ち

出
さ
れ
た
「
交
易
法
」
が
「
契
要
不
明
、
而
錢
・
業
主
死
者
、
不
在
受
理
」、
す
な
わ
ち(

Ｂ)

で
あ
る
。
一
方
、
後
に
改
め
て
取
り
上
げ

る
王
炎
『
雙
溪
類
稾
』
卷
二
一
「
上
孫
漕
」
に
は
「
則
ち
條
令
に
自
ず
と
明
文
あ
り
、「
契
要
不
明
、
限
以
二
十
年
」
が
如
き
は
是
れ
な

り
」
と
あ
り
、
こ
れ
は(

Ａ)

の
み
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
卷
五
「
經
二
十
年
而
訴
典
買
不
帄
不
得
受
理
」
に
見
え
る
「
王
侍

郎
の
台
判
」
の
「
諸
典
買
田
孛
經
二
十
年
、
而
訴
典
賣
不
明
者
、
不
得
受
理
」
は(

Ａ)

と
同
内
容
で
あ
り
、
一
方
台
判
中
そ
の
後
に
言

わ
れ
て
い
る
「
況
錢
・
業
主
俱
亡
、
亦
不
在
論
理
之
限
」
は
明
ら
か
に(

Ｂ)

を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
「
台

判
」
も(

Ａ)

、(

Ｂ)

を
同
時
に
、
し
か
し
な
が
ら
別
條
件
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
當
時
の
法
典
に
「
二
〇
年
規
定
」
の
形
で
こ

の
法
が
載
せ
ら
れ
、
方
岳
は
當
初
の(

Ａ)

ー(

Ｂ)

分
離
を
基
に
法
典
所
載
の
形
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
他
の
名
公
を
批
判
し
て
い
る
の

か
、
あ
る
い
は
法
典
に(

Ａ)
(

Ｂ)

別
樣
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
の
地
方
官
や
民
間
が
こ
れ
ら
を
合
體
し
て
用
い
て
い

る
の
を
批
判
し
て
い
る
の
か
、
に
わ
か
に
決
斷
は
で
き
な
い
。
た
だ
『
清
明
集
』
に
頻
見
さ
れ
る
「
二
〇
年
規
定
」
は
、
決
し
て
常
に

一
つ
の
條
文
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
上
記
卷
四
「
契
約
不
明
錢
主
或
業
主
亡
者
不
應
受
理
」
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
「
世
人
」
の
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用
法
を
批
判
し
つ
つ
裁
き
を
下
し
た
わ
け
だ
か
ら
、
當
事
者
も
こ
こ
ま
で
の
知
識
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
有
利
で
あ
っ
た
と
も
推
測
で
き

る
。 

 

周
知
の
事
實
で
あ
る
が
、
裁
判
で
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
宋
代
の
敕
・
令
な
ど
の
法
律
の
多
く
は
、
細
か
い
パ
ー
ツ
が
組
み
合
わ
さ
れ

通
用
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
慶
元
條
法
事
類
』
や
『
清
明
集
』
に
見
え
る
敕
や
令
相
互
を
見
比
べ
て
み
て
も
明
ら
か
で
、

一
定
の
文
言
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
條
文
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
ま
た
敕
や
令
と
、
主
に
『
慶
元
條
法
事
類
』
や
『
宋

會
要
輯
稿
』
中
に
見
ら
れ
る
、
そ
の
も
と
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
指
揮
や
詔
勅
と
を
比
較
す
る
と
、
や
は
り
同
樣
の
内
容
が
パ
ー
ツ
に

分
か
れ
て
ス
ク
ラ
ッ
プ
ア
ン
ド
ビ
ル
ド
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る

６
９

。「
二
〇
年
規
定
」
も
同
樣
で
、「
契
要
不
明
」「
不
得
受
理
」
を

共
通
部
分
と
し
、
そ
の
間
の
部
分
に
「
過
二
十
年
」
「
錢
主
或
業
主
亡
者
」
の
双
方
を
併
せ
た
形
で
あ
る
。
方
岳
の
説
明
は
、
こ
れ
は

慣
習
的
に
「
世
人
」
が
一
條
文
と
な
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。『
清
明
集
』
卷
八
「
立
昭
穆
相
當
人
復
欲
私
意
遣
還
」（
王
留
耕
）
に

は
「
法
に
在
あ
り
て
明
條
あ
り
と
い
え
ど
も
、
然
る
に
世
人
果
た
し
て
能
く
遺
棄
の
中
よ
り
收
養
せ
し
も
の
は
鮮
し
」
と
あ
り
、
こ
の

場
合
「
世
人
」
と
は
明
ら
か
に
裁
判
官
な
ら
ぬ
一
般
の
人
々
を
指
す
。「
世
人
」
と
は
、
當
代
の
裁
判
官
一
般
も
含
む
か
も
知
れ
ぬ
が
、

む
し
ろ
訴
訟
當
事
者
を
含
め
た
社
會
一
般
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
當
時
、
訴
訟
當
事
者
た
る
一
般
の
人
々
が
法
律
を
熟
知
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
特
に
江
西
袁
州
な
ど
で
は
人
民
が
法
を
知
っ
て
い
た
ほ
う
が
良
い
と
す
る
地
方
官
の
記
述
に
つ
い
て
は
す
で
に
述

べ
た
が

７
０

、
右
の
王
留
耕
の
一
節
は
、
法
條
を
知
ら
ぬ
世
人
に
對
す
る
批
判
で
あ
る
。
ま
た
後
に
「
親
鄰
の
法
」
で
再
び
見
る
が
、「
百

姓
、
多
く
親
鄰
の
法
に
曉
ぜ
ず
」
と
「
親
鄰
之
法
」
に
お
け
る
優
先
順
位
の
詳
細
を
民
が
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
嘆
き
、「
慶
元
重
修

田
令
」
と
「
嘉
定
十
三
年
刑
部
頒
降
條
冊
」
を
持
ち
出
し
て
解
決
を
圖
る
事
例
も
あ
る

７
１

。
方
岳
や
胡
頴
、
王
留
耕

ー
そ
し
て
明
ら

か
に
范
應
鈴
や
吳
革
も
そ
う
で
あ
る

ー
が
判
語
に
お
け
る
し
ば
し
ば
見
せ
る
態
度
と
は
、
自
ら
の
法
の
詳
細
へ
の
通
暁
で
あ
り
、
法
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を
誤
解
し
た
り
法
知
識
が
不
足
し
て
い
る
人
々
（
世
人
）
へ
の
批
判
で
あ
る
。
た
だ
無
論
、
法
律
の
文
言
そ
の
も
の
が
法
で
あ
る
が
故

に
常
に
公
正
感
覚
や
常
識
を
超
越
し
て
判
決
を
縛
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
人
々
が
法
意
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ

る
７
２

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
當
事
者
の
利
害
が
衝
突
し
た
と
き
は
、
當
事
者
が
宋
朝
の
法
律
を
必
要
に
應
じ
て
よ
り
詳
細
に
知
っ
て
い

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
北
宋
の
楊
侃
や
上
記
名
公
の
見
方
で
あ
る
。
人
民
の
法
へ
の
通
暁
が
、
宋
代
に
お
け
る
健
訟
状
態
改
善
方

法
の
一
つ
で
あ
っ
た
。 

と
こ
ろ
で(
Ａ)

、(

Ｂ)

、
お
よ
び
そ
れ
ら
が
合
體
し
た
形
で
あ
る
「
二
〇
年
規
定
」
は
い
つ
ご
ろ
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
後

述
の
よ
う
に(

Ａ)
は
す
で
に
王
炎
（
一
一
三
七
～
一
二
一
八
）
の
知
臨
湘
縣
の
と
き
の
手
紙
に
現
れ
る
。
彼
は
乾
道
五
（
一
一
六
九
）

年
進
士
後
、
初
め
て
臨
湘
縣
の
知
縣
と
な
っ
た
と
い
う
か
ら
（
『
雙
溪
類
稾
』
序
）
、(

Ａ)

は
遅
く
と
も
一
一
七
〇
年
代
前
半
に
は
存
在

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
二
〇
年
規
定
」
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
事
例
の
中
で
、
卷
四
「
吳
肅
吳
榕
吳
檜
互
爭
田
產
」
は
一
二

二
三
年
か
二
四
年
、
卷
九
「
過
二
十
年
業
主
死
者
不
得
受
理
」（
吳
革
）
は
文
脈
か
ら
一
二
六
〇
年
前
後
と
思
わ
れ
る
。
一
方(

Ｂ)

を
用

い
た
方
岳
の
卷
四
「
契
約
不
明
錢
主
或
業
主
亡
者
不
應
受
理
」
は
、
妙
縁
院
の
初
回
の
提
訴
一
二
五
二
年
以
降
、
方
岳
死
亡
の
一
二
六

二
年
ま
で
の
間
、
つ
ま
り
お
お
よ
そ
一
二
五
〇
年
代
後
半
頃
か
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
恐
ら
く
は(

Ａ)

、(

Ｂ)

は
一
三
世
紀
初
め

に
は
併
わ
さ
っ
て
「
二
〇
年
規
定
」
と
し
て
、
官
民
に
通
用
し
て
い
た
。
だ
が
『
清
明
集
』
名
公
の
中
で
も
方
岳
の
み
は
例
外
的
に
、

こ
の
法
律
の
本
來
の
姿
で
あ
る(

Ａ)

、(

Ｂ)

を
分
離
し
て
適
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

次
に
「
二
〇
年
規
定
」(

Ａ)

が
元
來
有
し
て
い
た
機
能
に
つ
い
て
、
南
宋
初
期
の
一
史
料
を
見
て
み
た
い
。
津
田
芳
郎
氏
は
、
宋
代

の
土
地
に
對
す
る
諸
權
利
に
關
し
て
、
立
價
交
佃
の
認
め
ら
れ
た
官
田
お
よ
び
一
般
的
な
私
的
な
所
有
地
の
双
方
に
お
い
て
、
承
佃
者

は
、
「
絕
賣
權
・
典
當
權
と
い
っ
た
處
分
權
」
と
「
使
用
收
益
權
・
賃
貸
權
」
を
有
し
て
い
る
、
と
さ
れ
る

７
３

。
こ
う
考
え
る
と
、「
二
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〇
年
規
定
」
は
土
地
の
處
分
權
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
一
方
、
佃
戶
の
使
用
收
益
權
に
つ
い
て
言
え
ば
、

以
前
よ
り
剗
佃
に
か
か
わ
る
詔
令
が
多
く
知
ら
れ
て
き
た

７
４

。
特
に
戦
火
で
荒
田
が
ひ
ろ
が
っ
た
淮
南
や
、
湖
北
の
事
例
が
多
く
知
ら

れ
て
お
り
、
例
え
ば
從
來
よ
り
よ
く
知
ら
れ
た
湖
北
の
事
例
と
し
て
、
南
宋
中
期
の
羅
願
が
「
重
湖
の
外
、
舊
と
曠
土
多
く
、
來
た
る

者
、
開
耕
を
願
わ
ざ
る
と
謂
う
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
只
だ
舊
請
佃
人
の
包
占
過
多
な
る
に
縁
り
、
既
に
徧
く
耕
す
あ
た
わ
ず
、
剗
請
あ

る
に
遇
え
ば
、
輒
り
に
已
耕
熟
田
な
り
と
稱
し
、
請
佃
を
容
れ
ず
、
檢
視
定
奪
は
、
紛
然
と
し
て
巳
ま
ず
」

７
５

と
述
べ
る
よ
う
に
、
土

地
が
豐
富
で
あ
り
労
働
刂
が
不
足
し
て
い
た
湖
北
で
は
、
舊
請
佃
人
が
包
占
し
、
新
た
な
希
望
者
が
あ
っ
た
場
合
に
も
、
已
耕
熟
田
で

あ
る
こ
と
を
理
由
に
請
佃
を
容
れ
ず
、
そ
の
結
果
紛
爭
が
絕
え
な
か
っ
た
。 

一
般
論
と
し
て
言
え
ば
、
人
間
が
新
た
に
入
り
込
み
開
墾
を
進
め
て
い
る
地
域
、
あ
る
い
は
他
所
よ
り
移
民
が
入
り
込
み
、
土
着
の

人
々
と
の
間
で
の
土
地
交
易
を
含
め
て
開
墾
が
進
ん
で
い
る
地
域
の
土
地
の
權
利
關
係
は
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
が
ち
で
あ
る
。
宋
代
の
場

合
、
史
料
的
制
約
か
ら
各
地
域
の
具
體
像
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
そ
れ
で
も
開
墾
に
お
け
る
已
耕
熟
田
に
對
す
る
剗
佃
に

關
す
る
あ
る
法
律
（
指
揮
）
と
、「
二
〇
年
規
定
」
が
用
い
ら
れ
た
背
景
、
そ
し
て
土
地
の
權
利
關
係
確
定
を
め
ぐ
る
裁
判
や
法
の
役
割

に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
示
唆
を
與
え
る
の
が
王
炎
の
孝
宗
期
の
手
紙
で
あ
る
。
少
し
長
い
の
で
、
現
代
語
譯
で
引
用
し
た
い
。 

臨
湘
と
い
う
縣
は
、
土
地
は
た
だ
一
鄉
で
あ
り
、
民
は
た
だ
數
千
戶
で
あ
る
。
江
浙
の
繁
難
の
縣
と
く
ら
べ
れ
ば
、
こ
こ
の
訴

訟
は
百
分
の
一
に
も
及
ば
な
い
。
し
か
し
、
私
の
遲
鈍
不
才
に
よ
っ
て
處
理
し
よ
う
と
し
て
も
、
民
訟
を
少
な
く
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、
心
を
盡
く
さ
な
け
れ
ば
一
縣
の
人
々
を
治
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
わ
ゆ
る
訴
訟
と
い
う
も
の
は
、
大
半
が
田
疇
の
論

訴
で
あ
る
。
官
司
が
田
地
の
訴
訟
に
判
決
を
下
す
と
き
は
、
ま
ず
干
照
に
よ
る
。
す
で
に
干
照
が
あ
れ
ば
、
管
業
を
問
題
と
せ
ね

ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
條
例
に
「
契
要
不
明
、
限
以
二
十
年
」
と
い
う
明
文
が
あ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
開
荒
を
問
題
と
す
る
な
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ら
、
指
揮
に
「
已
耕
熟
田
、
不
許
執
舊
契
剗
奪
」
と
い
う
明
文
が
あ
る
。
し
か
し
原
告
被
告
の
主
張
に
依
據
す
れ
ば
、
管
業
・
開

荒
は
そ
の
虛
實
・
實
態
を
見
極
め
が
た
く
、
ま
た
近
鄰
に
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
さ
す
れ
ば
事
の
曲
直
、
人
の
情
偽
は
、
證
言
が

得
ら
れ
て
逃
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

と
こ
ろ
で
臨
湘
の
人
々
の
田
土
の
爭
い
は
、
他
の
地
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
契
據
が
あ
る
が
土
地
の
境
界
の
不
明
な
者
、
あ

る
い
は
納
稅
し
て
い
る
が
契
據
の
な
い
者
、
あ
る
い
は
一
文
一
粒
の
稅
を
も
納
め
ず
ま
た
一
字
の
契
據
も
な
い
者
が
い
る
。
私
は

事
態
を
鑑
み
、
人
の
事
情
を
考
慮
し
、
法
律
の
意
圖
に
よ
り
、
心
を
帄
ら
に
し
て
裁
き
を
つ
け
て
お
り
、
私
意
に
よ
っ
て
事
を
曲

げ
る
こ
と
も
、
胥
吏
に
誘
惑
に
乗
る
こ
と
も
決
し
て
な
く
、
こ
れ
は
縣
民
み
な
が
知
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

７
６

。 

こ
こ
で
着
目
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
上
述
の
よ
う
に
「
所
謂
詞
訟
は
、
半
ば
是
れ
田
疇
を
論
訴
す
」
と
、
臨
湘
縣
（
湖
南
岳
州
）
の

よ
う
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
お
い
て
訴
訟
の
半
ば
が
田
土
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
裁
判
の
基
準
は
、
上
記
『
清
明
集
』
な
ど
か

ら
の
引
用
と
同
じ
く
、
ま
ず
干
照
（
證
據
書
類
）
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
す
で
に
干
照
が
あ
る
ケ
ー
ス
で
は
、
管
業
（
現
に
所
有
し
て

い
る
者
）
と
、
開
荒
（
開
拓
し
た
者
）
を
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
。
さ
ら
に
、
管
業
を
問
題
と
す
る
に
は
「
二
〇
年
規
定
」
の(

Ａ)

と

見
ら
れ
る
、
「
契
要
不
明
、
限
以
二
十
年
」
と
い
う
「
條
例
」
が
あ
り
、
開
荒
を
問
題
と
す
る
に
は
「
已
耕
熟
田
、
不
許
執
舊
契
剗
奪
」

と
い
う
指
揮
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
指
揮
は
、「
す
で
に
耕
し
て
熟
れ
た
田
を
、
ふ
る
い
契
約
を
持
ち
出
し
て
剗
奪
す

る
こ
と
は
許
さ
ぬ
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
未
開
の
地
を
入
手
し
、
開
墾
の
労
を
と
っ
て
熟
田
と
し
た
者
の
所
有
權
を
認
め
、
元
の
地

權
者
の
「
剗
奪
」
を
認
め
な
い
指
揮
で
あ
る
。
上
記
の
羅
願
は
、
舊
請
佃
人
の
土
地
を
剗
請
す
る
人
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
已
耕
熟
田

な
り
と
稱
し
包
占
し
た
と
い
う
新
た
な
問
題
點
を
提
起
し
て
い
る
が
、
こ
の
古
い
契
約
に
よ
る
剗
佃
を
許
さ
ぬ
と
い
う
指
揮
は
む
し
ろ

こ
の
舊
請
佃
人
に
有
利
に
働
い
た
に
違
い
な
い
。
湖
北
の
包
占
に
お
い
て
直
接
王
炎
の
言
及
す
る
指
揮
が
用
い
ら
れ
た
か
否
か
は
わ
か



 

21 

 

ら
な
い
が
、
舊
請
佃
人
の
包
占
の
背
景
に
は
、
開
墾
後
に
、
未
開
拓
で
あ
っ
た
と
き
の
地
權
者
が
、
古
い
契
約
書
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を

「
剗
奪
」
し
よ
う
と
す
る
實
態
も
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
剗
奪
は
開
發
に
よ
る
已
耕
熟
田
の
價
値
向
上
に
伴
っ
て
、
各
所

で
見
ら
れ
た
と
予
想
さ
れ
る
。 

も
っ
と
も
、
王
炎
の
文
の
主
意
は
、「
而
し
て
、
臨
湘
の
人
戶
の
田
土
を
爭
競
す
る
は
、
又
た
他
處
と
同
じ
か
ら
ず
」
以
下
、
臨
湘
縣

は
他
所
と
異
な
り
、
契
約
書
や
稅
產
が
い
い
加
減
な
の
で
、
王
炎
自
身
は
人
情
や
法
意
を
く
み
、
私
情
や
胥
吏
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
裁
い

て
い
る
、
と
い
う
點
で
あ
り
、
し
か
も
こ
こ
で
は
省
略
し
た
が
以
下
延
々
と
裁
判
に
臨
む
心
構
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
王
炎
の

主
張
は
、
當
時
ま
っ
た
く
開
發
最
前
線
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
臨
湘
縣
で
は
、
契
約
書
や
稅
產
が
不
明
確
で
あ
っ
た
た
め
に
こ
れ
ら

の
法
律
は
十
分
に
効
刂
を
發
揮
せ
ず
、
結
局
人
情
・
法
意
を
勘
案
し
總
合
的
な
判
斷
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
、
と
も
言
え
る
。
こ
れ
は
中
國
士
大
夫
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
當
然
の
結
論
と
も
言
え
る
。
だ
が
王
炎
に
と
っ
て
本
來
の
「
二
〇

年
規
定
」(

Ａ)

の
効
用
と
は
、
管
業
の
確
認

ー
所
有
權
確
定
と
表
現
し
得
る

ー
に
あ
り
、
ま
た
右
の
指
揮
の
意
義
は
開
墾
戶
（
舊

請
佃
人
）
の
所
有
權
の
保
全
に
あ
っ
た
。 

次
に
『
清
明
集
』
の
ケ
ー
ス
に
即
し
て
、
具
體
的
に
こ
の
法
律
が
、
何
を
ど
う
解
決
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
の
か
を
、
殘
さ
れ
た
實

例
か
ら
見
て
ゆ
き
た
い
。
ま
ず
「
諸
理
訴
田
孛
」「
契
要
不
明
」

７
７

「
過
二
十
年
」「
錢
主
或
業
主
死
者
」「
不
得
受
理
」
と
い
っ
た
個
々

の
文
言
の
意
味
に
は
比
較
的
疑
問
が
な
い
。
だ
が
そ
の
相
互
關
係
に
つ
い
て
は
、
不
受
理
の
諸
條
件
が
「
か
つ
」
か
「
ま
た
は
」
か
な

ど
、
曖
昧
な
點
が
多
い
こ
と
は
岸
本
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
（
二
二
七
頁
）
。
例
え
ば
卷
四
「
王
九
訴
伯
王
四
占
去
田

產
」（
范
應
鈴
）
で
は
、「
二
〇
年
規
定
」
を
引
い
た
次
に
、「
今
業
主
已
に
亡
く
、
而
も
印
契
も
亦
た
十
五
年
を
經
」
と
し
て
受
理
し
て

い
な
い
。
「
し
か
も
…
亦
た
」
と
い
う
表
現
を
し
て
お
り
、
こ
れ
は
「
業
主
已
亡
」
と
い
う
不
受
理
條
件
を
滿
た
し
て
い
て
、「
か
つ
な
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お
」
と
い
う
意
味
に
も
取
れ
る
が
、
十
五
年
と
い
う
點
は
明
ら
か
に
「
過
二
十
年
」
と
い
う
不
受
理
の
要
件
を
滿
た
し
て
お
ら
ず
、
結

果
と
し
て
は
「
錢
主
或
業
主
死
者
」
の
み
を
滿
た
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
條
文
が(

Ａ)(

Ｂ)

二
つ
の
條
文
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い

る
方
岳
の
卷
四
「
契
約
不
明
錢
主
或
業
主
亡
者
不
應
受
理
」
で
は
、「
此
の
訟
、
未
だ
二
十
年
に
及
ば
ざ
る
と
雖
も
、
而
し
て
李
孟
傳
、

久
し
く
し
て
已
に
死
す
れ
ば
、
則
ち
契
の
眞
偽
、
誰
か
之
れ
を
實
證
せ
ん
、
是
れ
ま
さ
に
受
理
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
あ
り
、
關
係

者
の
死
亡
で
契
約
書
の
眞
偽
が
明
ら
か
に
で
き
な
い
と
し
て(

Ｂ)

を
引
い
て
い
る
の
で
、
同
樣
に
二
〇
年
と
い
う
不
受
理
の
條
件
期
間

は
滿
た
し
て
い
な
く
と
も
、
關
係
者
の
死
亡
で
不
受
理
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
れ
ば
、
兩
者
は
「
ま
た
は
」
で
結
ば
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
契
約
を
明
確
化
す
る
方
法
が
殘
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
と
い
う
點
が
、
不
受
理
に
該
當
す

る
か
否
か
の
分
か
れ
め
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
い
ま
一
つ
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、「
不
受
理
」
と
さ
れ
て
も
、
必
ず
し
も
門
前
払
い

で
は
な
く
、
實
際
に
は
裁
判
を
行
い
訴
訟
を
受
理
し
て
い
る
こ
と
は
後
述
す
る
。
本
稿
で
も
仁
井
田
氏
以
來
の
「
出
訴
期
限
」
と
い
う

語
を
使
っ
て
い
る
が
、
決
し
て
提
訴
さ
れ
た
事
案
を
受
理
し
な
か
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
一
方
、
卷
四
「
王
九
訴
伯
王
四
占
去
田
產
」

（
范
應
鈴
）
に
は
「
二
〇
年
規
定
」
引
用
後
に
「
今
業
主
已
に
亡
く
、
而
も
印
契
も
亦
た
十
五
年
を
經
、
縦
え
交
易
不
明
な
り
と
曰
う

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

も．
、
亦
た
受
理
の
數
に
在
ら
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
取
引
が
不
明
で
あ
れ
ば
、
本
來
受
理
の
數
に
入
れ
る
、
と
讀
み
取
れ
る
。 

そ
し
て
一
般
に
、
受
理
し
な
い
と
い
う
決
定
自
體
が
、
決
し
て
常
に
官
司
が
中
立
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

不
受
理
は
訴
訟
を
起
こ
し
た
原
告
に
不
利
な
結
果
を
も
た
ら
す
の
が
通
常
で
あ
る
。
例
え
ば
上
記
で
は
原
告
の
王
九
や
吳
檜
が
結
論
的

に
は
敗
訴
し
て
い
る
し
、
卷
九
「
過
二
十
年
業
主
死
者
不
得
受
理
」
で
は
孫
孛
の
田
產
を
、
五
〇
年
以
上
前
に
賥
出
し
し
た
も
の
だ
と

し
て
贖
回
を
申
し
出
た
沈
邦
政
の
理
贖
を
退
け
た
仁
和
縣
（
臨
孜
府
）
の
決
定
を
、
同
法
を
引
用
し
「
今
、
沈
邦
政
既
に
合
同
典
契
無

く
、
又
た
五
、
六
十
年
を
隔
渉
す
」
と
し
て
支
持
し
、
沈
邦
政
は
敗
訴
し
て
い
る
。
方
岳
の
卷
四
「
契
約
不
明
錢
主
或
業
主
亡
者
不
應
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受
理
」
で
は
、「
二
〇
年
規
定
」
の(

Ｂ)

に
よ
っ
て
「
則
ち
契
の
眞
偽
、
誰
れ
か
之
れ
を
實
證
せ
ん
、
是
れ
ま
さ
に
受
理
す
べ
か
ら
ざ
る

な
り
〔
不
應
受
理
〕
。
ま
さ
に
不
應
受
理
の
條
に
照
し
、
契
を
抹
し
て
案
に
附
し
、
據
を
給
し
て
學
に
送
り
管
業
せ
し
む
べ
し
」
と
、
契

約
書
を
無
効
と
し
て
文
字
通
り
訴
訟
を
強
制
終
了
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
決
定
以
前
に
、
當
事
者
た
る
郟
氏
・
湯
氏
を

「
舉
げ
て
之
れ
を
學
官
に
歸
す
」
と
い
う
台
判
が
あ
り
、「
此
れ
湯
執
中
の
訟
に
お
い
て
已
ま
ざ
る
所
以
な
り
」
と
あ
る
の
で
、
結
局
湯

氏
に
不
滿
を
殘
し
な
が
ら
も
訴
訟
を
打
ち
切
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
、
實
賥
的
に
は
こ
の
段
階
で
の
郟
氏
の
勝
訴
を
意
味
す
る
。
そ
の
他

卷
四
「
孝
僧
爭
田
之
妄
」（
方
岳
）
は
原
告
妙
縁
院
の
、
卷
九
「
揩
改
契
書
占
據
不
肯
還
贖
」
は
吳
師
淵
の
、
卷
一
三
「
以
累
經
結
斷
明

白
六
事
誣
罔
脫
判
昏
賴
田
業
」（
刑
提
幹
擬
）
は
黃
清
仲
の
主
張
を
排
除
す
る
た
め
に
同
法
を
持
ち
出
し
て
お
り
、
こ
の
「
受
理
し
な
い
」

と
は
、
い
ず
れ
も
實
賥
的
に
原
告
に
不
利
な
形
で
、
事
案
に
決
着
を
つ
け
る
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
た
だ
、
卷
五
「
經
二
十
年
而

訴
典
賣
不
帄
不
得
受
理
」
な
ど
は
范
僧
が
「
妄
り
に
墓
山
を
認
め
る
の
事
」
を
吳
生
が
訴
え
た
も
の
の
、
結
局
「
二
〇
年
規
定
」
に
よ

っ
て
「
論
理
の
限
り
に
在
ら
ず
」
と
し
て
被
告
范
僧
の
訴
え
を
退
け
て
お
り
、
結
局
原
告
勝
訴
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
現
狀
維

持
が
、
「
受
理
せ
ず
」
の
結
果
と
な
っ
て
い
る
。 

「
二
〇
年
規
定
」
に
關
し
て
言
え
ば
、
先
に
示
し
た
岸
本
氏
の
解
釋
は
、
二
〇
年
を
超
え
て
い
る
と
い
う
一
點
に
お
い
て
明
確
な
契

約
を
覆
し
て
い
る
事
例
が
見
當
た
ら
な
い
點
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
正
し
い
指
摘
で
あ
る
。
た
だ
右
に
見
た
卷
五
「
經
二
十
年
而
訴
典

賣
不
帄
不
得
受
理
」（
福
建
建
陽
縣
）
で
は
、
敗
訴
し
た
被
告
の
家
が
持
ち
出
し
た
古
い
契
約
書
を
必
ず
し
も
精
査
す
る
で
も
否
定
す
る

で
も
な
く
、
三
〇
年
を
經
る
古
い
取
引
で
あ
る
と
し
て
、
證
人
の
證
言
な
ど
を
集
め
て
は
い
る
が
、
結
局
「
二
〇
年
規
定
」
に
從
い
、

現
狀
を
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
被
告
范
僧
側
に
は
開
禧
三
（
一
二
〇
七
）
年
の
支
書
（
家
產
分
割
書
）
、
紹
煕
三
（
一
一
九
二
）
の
契
約

書
が
存
在
す
る
し
、
判
語
も
必
ず
し
も
范
僧
の
主
張
を
全
面
否
定
し
て
い
な
い
が
、
原
告
曾
孛
側
に
有
利
な
證
言
も
あ
り
、
結
局
范
僧
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側
の
所
有
權
主
張
は
二
〇
年
以
上
（
三
〇
年
）
前
の
取
引
に
係
わ
る
か
ら
論
理
の
限
り
に
あ
ら
ず
、
と
「
二
〇
年
規
定
」
を
利
用
し
、

ま
た
こ
の
判
語
の
表
題
も
「
二
〇
年
規
定
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
三
世
紀
初
頭
『
棠
陰
比
事
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
想
起
し
た

い
。
成
都
府
路
陵
州
仁
夀
縣
の
洪
氏
は
税
役
免
除
の
特
權
を
持
ち
あ
る
鄰
人
に
土
地
の
名
義
貸
し
を
し
て
い
た
。
二
〇
年
が
經
つ
と
彼

は
古
く
見
え
る
よ
う
契
約
書
を
偽
造
し
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
結
局
は
契
約
書
偽
造
が
發
覚
し
て
企
み
は
失
敗
し
た
と
い
う
話
だ
が

７
８

、

二
〇
年
待
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
二
〇
年
が
回
贖
不
許
可
の
年
限
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
こ
か
ら
こ
の

『
清
明
集
』
の
事
例
に
も
、
一
つ
の
推
理
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
原
告
曾
孛
側
が
、
二
〇
年
を
過
ぎ
た
こ
と
か
ら
現
狀
が
追
認
さ

れ
る
こ
と
を
見
越
し
、
訴
訟
に
踏
み
切
り
、
范
僧
側
が
あ
わ
て
て
所
有
權
を
主
張
し
た
が
結
局
「
二
〇
年
規
定
」
を
適
用
さ
れ
て
曾
孛

の
所
有
と
い
う
現
狀
維
持
が
追
認
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
推
理
で
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
卷
四
「
吳
肅
吳
榕
吳
檜

互
爭
田
產
」（
范
應
鈴
）
で
は
、
事
案
の
詳
細
は
高
橋
譯
注
（
五
五
頁
～
）
に
譲
る
が
、
約
七
〇
年
前
の
赤
契
が
示
す
永
賣
の
事
實
に
「
照

證
す
可
き
な
り
と
雖
も
」
と
一
應
の
信
を
置
き
つ
つ
も
、
あ
ま
り
に
古
く
磨
耗
が
激
し
く
、
そ
の
後
の
四
二
年
前
の
回
贖
の
過
程
に
も

不
審
な
點
が
あ
り
、
結
局
現
狀
と
直
近
の
典
契
に
（
上
手
移
轉
の
不
備
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）
基
い
て
裁
い
て
い
る
。
以
上
の
例

か
ら
し
て
み
る
と
、
二
〇
年
と
い
う
年
限
は
、
無
意
味
で
あ
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
時
と
し
て
當
事
者
の
勝
敗
を
決
定
付
け
る
重
要
な
年
限

で
あ
っ
た
。 

 

（
２
） 

親
族
・
鄰
地
先
買
權 
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鄰
地
先
買
權
に
つ
い
て
は
、
仁
井
田
氏
が
す
で
に
詳
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
建
隆
三
年
の
起
請
が
最
も
古
い
と
さ
れ

７
９

、
つ
い
で

王
孜
石
新
法
期
に
は
貧
に
し
て
急
な
る
者
の
售
（
賣
り
）
に
際
し
阻
害
に
な
る
と
し
て
制
限
立
法
が
行
わ
れ
、『
清
明
集
』
の
中
で
は
前

出
の
よ
う
に 

「
諸
典
賣
田
孛
、
滿
三
年
而
訴
以
應
問
鄰
而
不
問
者
、
不
得
受
理
」 

と
そ
の
條
文
が
見
ら
れ
る
。『
清
明
集
』
中
に
お
い
て
は
、
家
產
分
割
後
子
孫
が
田
業
を
典
賣
し
他
姓
が
得
た
場
合
に
起
こ
り
得
る
水
利

や
界
至
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
對
處
す
る
立
法
意
圖
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

８
０

。
仁
井
田
氏
以
來
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
南
宋
初
に

は
、
米
價
・
地
價
の
高
下
に
よ
る
不
動
產
の
違
法
取
得
の
排
除
を
意
圖
し
て
い
る
史
料
が
あ
り
、
紹
興
五
年
戶
部
の
言
に
次
に
よ
う
に

見
え
る
。  

 
 

戶
部
言
う
ら
く
、「
田
孛
を
賣
る
は
、
法
に
依
り
て
は
三
年
に
滿
ち
て
訴
う
る
に
、
利
息
債
負
を
以
っ
て
准
折
し
、
或
い
は
應
に
鄰

に
問
う
べ
く
し
て
問
わ
ざ
る
は
、
各
の
受
理
す
る
を
得
ず
。
邇．
來．
、．
田．
價．
は．
往
昔
．
．
よ
り
．
．
增
高
．
．
し．
、．
其．
の．
賣．
・．
典．
の．
人．
往．
．々
に
し
て

．
．
．

親．
鄰．
及．
び．
墓
田
．
．
鄰．
至．
、．
曾．
て．
批
退
．
．
せ
ざ
る
を

．
．
．
．
妄．
稱．
し．
、．
或．
い
は
．
．
卑
帅
瞞
昧

．
．
．
．
を．
稱．
し．
、．
代
書
人

．
．
．
の．
類．
、．
百
端
．
．
も
て
．
．
規
求
．
．
す．
。
三
年
に

滿
つ
れ
ば
受
理
を
許
さ
ざ
る
の
條
限
有
り
と
雖
も
、
日
限
太
だ
寬
な
る
に
縁
り
、
詞
訟
を
引
惹
す
」
と
。
詔
し
、
田
產
を
典
賣
す

る
に
、
親
鄰
及
び
墓
田
鄰
至
の
批
退
を
經
ざ
る
は
、
一
年
內
に
陳
訴
し
、
出
限
せ
ば
受
理
す
る
を
得
ず

８
１

。 

ま
た
そ
の
數
年
後
に
も
「
近
年
以
來
、
米
價
既
に
高
く
、
田
價
亦
た
貴
く
、
遂
に
詐
妄
し
陳
訴
す
る
有
り
、
或
い
は
五
七
年
を
經
る
の

後
、
房
親
墓
園
鄰
至
有
り
て
曾
て
批
退
せ
ざ
る
を
稱
す
、
と
謂
う
に
緣
り
、
乞
う
ら
く
は
紹
興
令
に
依
り
、
三
年
以
上
、
並
な
離
革
を

聽
さ
ん
こ
と
を
」

８
２

と
あ
る
。
こ
の
紹
興
令
と
は
上
記
の
紹
興
二
年
閏
四
月
一
〇
日
の
戶
部
言
を
受
け
た
「
田
產
を
典
賣
す
る
に
、
親

鄰
及
び
墓
田
鄰
至
の
批
退
を
經
ざ
る
は
、
並
び
に
一
年
内
を
限
り
て
陳
訴
し
、
出
限
せ
ば
、
受
理
す
る
を
得
ず
」

８
３

と
い
う
詔
と
思
わ
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れ
る
。
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
諸
典
賣
田
孛
、
滿
三
年
而
訴
以
應
問
鄰
而
不
問
者
、
不
得
受
理
」

８
４

と
い
っ
た
問
鄰
の
條
文
は
、
も

と
も
と
紹
興
初
の
米
價
の
高
騰
に
伴
う
田
價
高
騰
、
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
、
批
退
（
先
買
し
な
い
と
い
う
一
筆
）
し
て
い

な
い
と
稱
し
て
親
鄰
、
墓
田
、
鄰
至
の
土
地
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
事
態
を
、
三
年
と
い
う
年
限
に
よ
っ
て
絕
つ
べ
く
發
布
さ
れ
た

紹
興
令
な
い
し
そ
の
元
と
な
っ
た
戶
部
の
言
で
あ
っ
た
。
な
お
上
記
の
戶
部
の
言
の
中
で
は
「
而
論
有
利
債
負
准
折
」
と
「
而
訴
以
應

問
鄰
而
不
問
者
」
が
合
わ
さ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
應
（
諸
）
交
易
（
典
賣
）
田
孛
、
過
三
年
而
論
（
訴
）
」
と
「
不
得
受
理
」
を
共

通
部
分
と
す
る
「
問
鄰
規
定
」
と
「
准
折
禁
止
規
定
」
を
、「
二
〇
年
規
定
」
の
方
岳
の
理
解
の
如
く
二
つ
を
合
わ
せ
て
述
べ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
紹
興
の
戶
部
の
言
は
、
親
鄰
の
法
の
具
體
化

８
５

が
、
紹
興
初
の
物
價
・
田
價

高
騰
に
際
し
て
、
批
退
を
翻
言
し
て
土
地
の
所
有
權
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
對
應
し
て
い
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。 

ま
た
『
清
明
集
』
で
は
、
裁
判
で
「
親
鄰
之
法
」
に
い
わ
ゆ
る
親
鄰
を
、「
慶
元
重
修
田
令
」
と
「
嘉
定
十
三
年
刑
部
頒
降
條
冊
」
に

よ
っ
て
、「
本
宗
有
服
紀
親
で
鄰
至
を
有
す
る
者
」
と
解
し
て
い
る
。
條
文
の
引
用
で
は
な
い
が
、
田
令
や
「
嘉
定
十
三
年
刑
部
頒
降
條

冊
」
ま
で
も
が
、
民
間
の
土
地
交
易
を
律
し
て
い
た
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
判
語
に
お
い
て
法
と
し
て
示
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
の
殆
ど

は
律
、
敕
、
令
で
あ
る
が
、
賞
格

８
６

と
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
り
、
一
方
參
照
對
象
と
し
て
は
こ
の
よ
う
に
、「
嘉
定
十
三
年
刑
部
頒
降

條
冊
」
の
よ
う
な
随
時
編
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
刑
部
の
編
纂
物
も
見
ら
れ
る
。
お
お
よ
そ
、
當
事
者
を
對
象
に
「
法
」
と
し
て
示
さ
れ

る
範
圍
と
は
、
律
と
勅
令
格
式
の
範
圍
で
あ
る
が
、
当
事
者
の
間
に
共
通
の
ル
ー
ル
が
な
い
場
合
に
は
、
さ
ら
に
臨
時
法
的
な
規
定
ま

で
が
、
法
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
裁
判
の
勝
敗
が
決
ま
る
場
合
も
あ
り
え
た
。 

 

（
３
） 

「
准
折
禁
止
規
定
」 
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「
應
交
易
田
孛
、
過
三
年
而
論
有
利
債
負
准
折
、
官
司
並
不
得
受
理
」 

こ
の
條
文
の
意
味
は
多
少
複
雜
で
あ
る
が
、
お
お
む
ね
、
土
地
取
引
後
、
三
年
を
過
ぎ
て
か
ら
利
息
つ
き
の
債
務
を
土
地
で
辨
濟
し

よ
う
と
し
て
も
、
受
理
し
な
い
、
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

８
７

。
判
語
で
は
な
い
が
、
こ
の
「
准
折
禁
止
規
定
」

の
意
圖
を
比
較
的
明
確
に
述
べ
、
從
來
か
ら
參
考
と
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、『
羅
鄂
州
小
集
』
に
次
の
文
が
あ
る
。 

竊
に
見
る
に
、
民
間
、
昨
ろ
闕
食
に
因
り
、
田
產
を
以
て
人
の
貿
易
に
從
い
頗
る
穀
米
を
得
、
以
て
饑
歉
を
濟
し
、
後
來
、
嵗
事

既
に
復
た
訴
え
「
元
と
〔
穀
米
を
得
る
た
め
の
田
產
の
〕
典
賣
な
り
て
見
錢
に
非
ず
」
と
稱
す
る
も
の
多
し
。
有
司
拘
文
し
、
往

往
に
し
て
准
折
の
律
を
便
用
し
、
田
を
奪
い
て
之
れ
に
還
す
。
臣
以
為
え
ら
く
、
法
に
在
り
て

．
．
．
．
．
、．
利
・
債
負
有
り

．
．
．
．
．
．
、．
價．
錢．
に
准
折

．
．
．

す
る
は

．
．
．
、．
虛
利
を
累
積
し
彼
の
良
田
を
折
す
る
を
謂
う

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
、．
故
に
禁
を
立
つ
る
を
爲
す

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
。．８

８

。 

す
な
わ
ち
、「
有
利
債
負
准
折
價
錢
」
を
禁
ず
る
法
（
「
准
折
之
律
」）
の
主
旨
と
は
、
も
と
良
田
を
賣
買
し
て
虛
利
を
相
殺
す
る
こ
と
を

禁
じ
た
も
の
だ
と
い
う
。
王
土
た
る
土
地
を
貨
幣
の
債
務
辨
濟
目
的
で
手
放
す
こ
と
へ
の
歯
止
め
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ

て
い
る
の
は
逆
に
、
後
に
な
り
、
現
金
決
濟
で
穀
米
を
得
を
得
た
の
で
は
な
く
田
土
の
典
賣
で
得
た
も
の
だ
と
す
る
主
張
に
官
司
が
與

し
て
、「
准
折
禁
止
規
定
」
を
用
い
て
取
引
に
用
い
ら
れ
た
田
土
を
欠
食
し
た
元
地
主
に
返
還
し
て
し
ま
う
事
態
で
あ
る
。
穀
物
は
食
べ

て
し
ま
え
ば
な
く
な
る
の
で
、
引
き
換
え
に
手
放
し
た
不
動
產
を
取
り
戻
し
た
く
な
る
の
は
人
情
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
う
し

た
非
常
の
場
合
に
は
、
食
物
と
引
き
換
え
に
不
動
產
を
引
き
渡
し
た
際
は
、
そ
の
不
動
產
の
現
金
價
格
を
契
約
書
に
書
き
込
む
よ
う
、

提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
債
務
の
土
地
に
よ
る
辨
濟
禁
止
と
い
う
「
准
折
禁
止
規
定
」
に
沿
っ
て
、
穀
物
取
引
を
あ
く
ま
で
金
錢
ベ
ー

ス
に
せ
よ
と
い
う
提
案
で
あ
る
。 
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實
際
に
こ
の
規
定
に
關
す
る
『
清
明
集
』
の
實
際
の
事
例
を
見
て
み
れ
ば
、
現
實
に
典
と
認
め
て
回
贖
を
命
じ
て
い
る
か
、
あ
る
い

は
絕
賣
と
認
め
る
か
、
結
果
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
が
、
事
案
の
性
格
か
ら
す
れ
ば
土
地
の
金
錢
に
よ
る
交
易
が
關
係
す
る
ケ
ー
ス
が
主

で
あ
る
。
例
え
ば
土
地
か
ら
離
れ
な
い
抵
當
（
契
約
上
、
土
地
を
抵
當
に
し
て
賃
貸
料
を
取
る
）
か
、
正
し
く
離
業
す
る
典
賣
と
判
斷

す
る
か
、
あ
る
い
は
離
業
せ
ず
、
二
重
賣
却
を
行
っ
た
事
案
で
も
こ
の
法
律
が
援
用
さ
れ
た
。 

卷
四
「
游
成
訟
游
洪
父
抵
當
田
產
」（
范
應
鈴
）
で
は
、
冒
頭
に
「
准
折
禁
止
規
定
」
を
引
用
し
、
續
い
て
「
又
た
、
法
に
准
ず
る
に
、

應
て
田
孛
を
交
易
す
る
は
、
並
び
に
離
業
す
る
を
要
し
、
割
零
の
典
買
と
雖
も
、
亦
た
自
ら
佃
賃
す
る
を
得
ず
」
と
述
べ
る
。
こ
の
案

件
で
は
、
業
主
（
の
息
子
）
游
成
が
、
以
前
出
賣
し
た
田
を
、
抵
當
で
あ
っ
た
と
訴
え
た
。
し
か
る
に
游
成
は
現
に
そ
の
土
地
か
ら
離

れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
對
し
て
判
決
は
、「
今
、
朝
〔
原
告
・
業
主
〕
已
に
死
し
、
其
の
子
游
成
、
輒
り
に
當
來
抵
當
な
る
を
以
て
詞
と

爲
す
。
契
頭
亡
に
沒
し
、
又
た
三
年
の
外
に
在
ら
ば
、
豈
に
應
に
更
に
受
理
有
る
べ
け
ん
や
…
當
廳
就
き
て
は
游
成
を
勒
し
て
退
佃
せ

し
め
、
游
洪
父
に
仰
せ
て
契
に
照
し
、
業
を
爲
し
、
別
に
召
人
し
耕
作
せ
し
む
」
と
退
け
、
抵
當
と
し
て
賥
出
し
し
な
が
ら
、
離
業
し

て
い
な
い
者
の
所
有
權
を
認
め
ず
、
強
制
退
去
さ
せ
、
錢
主
を
新
た
な
地
主
と
し
て
別
人
を
佃
戶
と
し
て
募
集
す
る

８
９

。
離
業
せ
ず
に

抵
當
に
出
し
錢
を
得
る
こ
と
は
、
上
記
范
應
鈴
の
引
く
法
な
ど

９
０

で
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、「
鄉
人
は
違
法
に
抵
當
す
」（
卷
四
「
游
成

訟
游
洪
父
抵
當
田
產
」）
、「
鄉
民
、
田
地
を
以
て
立
契
し
、
權
り
に
有
刂
の
家
に
于
い
て
典
當
す
る
を
行
い
、
日
を
約
し
期
を
剋
し
、
錢

を
還
し
て
契
を
取
る
、
所
在
間
ま
之
れ
有
り
」（
卷
六
「
以
賣
為
抵
當
而
取
贖
」）
、
な
ど
一
般
に
廣
く
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
「
准

折
禁
止
規
定
」
の
援
用
に
關
し
て
第
一
に
考
慮
す
べ
き
は
、
離
業
と
深
く
關
わ
る
點
で
あ
る
。
一
方
、
典
賣
契
約
の
不
明
な
場
合
に
離

業
と
い
う
現
狀
が
優
先
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
卷
六
「
以
賣
為
抵
當
而
取
贖
」
は
、
典
か
賣
か
を
め
ぐ
る
爭
い
で
、
十
數
年
を
經
て

か
ら
の
回
贖
要
求
に
對
し
、
當
初
知
縣
は
錢
主
で
あ
る
何
太
應
に
退
贖
を
命
じ
た
が
、
吳
革
は
太
應
の
賣
契
を
正
し
い
と
し
て
、
こ
れ
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を
賣
買
と
認
定
し
た
。
そ
し
て
吳
革
は
、
は
じ
め
知
縣
が
こ
れ
を
抵
當
だ
と
判
斷
し
た
理
由
と
し
て
、〔
利
を
求
め
て
虛
偽
を
申
し
立
て

る
な
ら
〕
業
主
陳
嗣
祐
が
も
と
も
と
一
三
貫
で
取
得
し
た
こ
の
土
地
を
七
貫
で
出
賣
す
る
筈
が
な
い
〔
か
ら
何
太
應
に
は
抵
當
に
出
し

た
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
陳
嗣
祐
は
正
直
を
言
っ
て
い
る
〕
、
と
考
え
る
の
は
、
人
情
を
酌
ん
だ
も
の
と
い
え
る
、
だ
が
「
若
し
嗣
祐
〔
業

主
〕
の
買
は
貴
に
し
て
賣
は
賤
な
れ
り
と
曰
わ
ば
、
則
ち
寶
慶
か
ら
紹
定
に
至
る
こ
と
亦
た
既
に
數
年
、
孜
ん
ぞ
其
の
直
の
貴
賤
の
時

と
與
に
し
て
高
下
せ
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。
且
つ
法
に
在
り
て
は
」、
と
し
て
「
准
折
禁
止
規
定
」
を
引
き
回
贖
を
退
け
、
何
太
應
の
賣
契

を
正
し
い
と
し
て
、
こ
れ
を
賣
買
と
認
定
し
た
。
價
格
の
下
が
っ
た
土
地
を
回
贖
し
よ
う
と
す
る
わ
け
は
な
い
か
ら
こ
そ
こ
の
回
贖
要

求
は
虛
偽
で
は
な
か
ろ
う
、
と
い
う
狀
況
判
斷
を
排
し
て
、
あ
く
ま
で
賣
買
契
約
書
に
則
っ
て
賣
買
を
認
め
て
い
る
。
こ
こ
で
重
視
さ

れ
て
い
る
の
は
「
過
稅
離
業
、
又
た
已
に
分
曉
な
り
」、
つ
ま
り
過
稅
と
離
業
が
行
わ
れ
た
と
い
う
現
實
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
判
語

の
前
半
に
は
「
時
に
當
た
り
て
過
稅
・
離
業
せ
ば
、
其
れ
正
行
の
交
易
爲
る
は
明
ら
か
な
り
、
決
し
て
抵
當
に
非
る
な
り
」
と
あ
っ
て
、

過
稅
と
離
業
が
行
わ
れ
れ
ば
抵
當
で
は
な
く
正
式
な
典
賣
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
抵
當
に
あ
ら
ざ
る
正
式
な
典
賣
の

條
件
と
し
て
の
過
稅
・
離
業
の
重
視
は
、
同
じ
く
卷
六
の
一
つ
前
、
や
は
り
吳
革
の
「
抵
當
不
交
業
」
に
よ
り
明
確
に
現
れ
て
い
る
。

そ
の
冒
頭
部
分
に
は
、「
法
に
在
り
て
は
、
諸
て
田
孛
を
典
賣
す
る
は
、
並
び
に
頇
ら
く
離
業
す
べ
し
。
又
た
、
諸
て
田
孛
を
典
賣
す
る

は
、
投
印
し
稅
を
收
む
れ
ば
、
即
ち
官
に
當
た
り
推
割
し
、
稅
租
を
開
收
す
。
必
ず
や
此
の
法
に
依
り
て
後
、
典
賣
の
正
と
爲
す
」
と

あ
る
。
本
件
で
は
、
過
稅
離
業
せ
ず
に
實
賥
、
抵
當
權
の
み
設
定
し
て
賥
取
り
主
の
徐
子
政
に
賃
貸
料
を
納
め
て
い
た
賥
出
し
主
（
元

の
地
權
者
）
に
不
動
產
の
所
有
權
を
認
め
、
徐
子
政
が
賃
貸
料
を
從
來
の
會
子
で
は
な
く
穀
物
に
よ
り
取
ろ
う
と
し
た
背
景
を
、
會
子

の
下
落
と
穀
物
價
格
の
上
昇
に
見
出
し
た

９
１

。
交
易
に
當
た
っ
て
は
、
離
業
と
納
稅
の
書
き
換
え
を
、
宋
代
の
官
は
強
く
期
待
し
て
い

た
の
で
あ
る
。 
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さ
ら
に
卷
九
「
重
疊
」（
翁
甫
）
の
例
で
は
、
徐
克
儉
に
典
賣
さ
れ
た
田
孛
が
、
舒
元
琇
こ
と
王
規
に
、
借
金
の
カ
タ
に
二
重
に
典
賣

さ
れ
て
い
た
。
結
局
、
徐
克
儉
に
業
主
の
父
か
ら
典
來
し
た
契
約
書
が
あ
り
、
屋
業
は
徐
克
儉
に
管
佃
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の

と
き
援
用
さ
れ
た
の
が
、
上
記
の
「
准
折
禁
止
規
定
」
と
文
言
は
多
少
異
な
る
が
「
典
賣
田
地
、
以
有
利
債
負
準
折
價
錢
者
、
業
還
主
、

錢
不
追
」
と
い
う
「
法
」
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
「
展
轉
起
息
を
被
り
、
算
利
三
百
餘
貫
に
至
り
、
逼
り
て
典
契
を
寫
下
せ
し
む
」

と
供
述
す
る
借
金
を
抱
え
た
業
主
が
、
二
人
に
重
ね
て
典
與
し
、
代
金
を
得
た
。
結
局
、
業
主
の
父
の
典
の
契
約
書
を
持
つ
徐
克
儉
へ

の
交
易
が
是
と
判
斷
さ
れ
、
一
方
の
債
權
者
の
舒
元
琇
こ
と
王
規
へ
の
交
易
は
退
け
ら
れ
た
。 

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
法
律
は
結
局
、
既
に
離
業
し
つ
つ
、
抵
當
で
あ
っ
た
と
訴
え
た
業
主
が
敗
訴
（
卷
六
「
以
賣
為
抵
當
而
取

贖
」）
、
あ
る
い
は
離
業
し
て
お
ら
ず
抵
當
だ
か
ら
回
贖
し
た
い
と
訴
え
た
業
主
を
強
制
退
去
（
卷
四
「
游
成
訟
游
洪
父
抵
當
田
產
」）
、

あ
る
い
は
離
業
せ
ず
行
わ
れ
た
二
重
賣
買
に
つ
い
て
は
借
金
の
債
務
者
と
さ
れ
る
一
方
の
買
主
の
所
有
權
を
否
定
し
も
う
一
方
の
買
手

の
所
有
權
を
認
め
た
（
卷
九
「
重
疊
」）
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
な
ど
、
金
錢
授
受
と
（
正
し
い
土
地
交
易
た
る
）
過
稅
・
離
業
が
對
應
し
な

い
「
抵
當
」
問
題
や
、
ま
た
土
地
交
易
の
紛
爭
に
金
錢
授
受
が
深
く
關
わ
る
。
し
ば
し
ば
借
金
返
濟
が
絡
む
二
重
買
賣
な
ど
の
ケ
ー
ス

に
お
い
て
、
土
地
に
よ
る
金
錢
的
債
務
の
辨
濟
の
禁
止
を
根
本
思
想
と
し
た
こ
の
「
准
折
禁
止
規
定
」
が
し
ば
し
ば
持
ち
出
さ
れ
る
の

は
自
然
な
こ
と
と
言
え
よ
う
。
違
法
で
は
あ
っ
て
も
、
孜
定
し
た
慣
習
と
し
て
廣
く
行
わ
れ
て
い
た
抵
當
は
、
當
然
の
こ
と
と
し
て
、

土
地
の
價
値
や
各
種
通
貨
の
レ
ー
ト
變
化
に
よ
っ
て
そ
の
孜
定
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る

９
２

。
卷
六
「
抵
當
不
交
業
」（
吳
革
）
や

同
「
以
賣
為
抵
當
而
取
贖
」（
同
）
が
そ
う
で
あ
る
が
、
後
者
の
判
で
は
、
貨
幣
價
値
的
に
は
一
三
貫
か
ら
七
貫
へ
と
下
落
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
山
林
の
開
發
が
進
ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
紛
爭
の
對
象
と
な
っ
て
い
る
。 
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た
だ
同
時
に
意
識
す
べ
き
こ
と
は
、
や
は
り
實
際
の
判
決
に
お
け
る
判
斷
基
準
は
、
あ
く
ま
で
契
約
書
な
ど
に
よ
る
交
易
の
正
當
性

で
あ
る
。
出
訴
年
限
や
良
田
准
折
の
禁
止
と
い
っ
た
原
則
が
、
契
約
書
や
狀
況
證
據
か
ら
得
ら
れ
る
事
實
な
ど
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ

た
交
易
の
正
當
性
を
覆
す
よ
う
な
判
語
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
、
ま
た
事
實
で
あ
る

９
３

。 

  お
わ
り
に 

  

本
稿
は
宋
代
の
二
、
三
の
法
條
の
檢
討
に
終
始
し
た
が
、
冒
頭
に
お
い
て
、
民
事
的
立
法
お
よ
び
法
律
利
用
に
關
す
る
物
價
以
外
の

地
域
的
諸
要
因
・
期
間
限
定
的
の
法
律
の
持
つ
機
能
・
裁
判
官
當
事
者
に
と
っ
て
の
法
律
の
意
味
、
に
つ
い
て
再
檢
討
す
る
と
し
た
。

再
び
そ
の
點
だ
け
ま
と
め
て
お
き
た
い
。 

岸
本
論
考
に
も
、『
清
明
集
』
中
に
も
地
價
高
騰
あ
る
い
は
會
子
等
の
レ
ー
ト
變
動
が
回
贖
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
若
干
例
が
示
さ
れ

て
い
た
が
、「
親
鄰
の
法
」
の
整
備
も
紹
興
五
年
戶
部
の
言
等
に
よ
れ
ば
紹
興
初
期
の
米
價
・
地
價
の
高
騰
を
背
景
と
し
て
い
た
。
だ
が

一
方
、
地
價
は
一
三
貫
か
ら
七
貫
に
下
落
し
、
價
格
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
山
林
整
備
が
進
ん
だ
た
め
に
回
贖
を
圖
っ
た
例

も
あ
り
、ま
た
開
發
地
帶
た
る
荊
湖
地
方
で
は
、已
耕
熟
田
を
め
ぐ
っ
て
舊
請
佃
人
や
剗
請
す
る
新
た
な
佃
戶
と
の
間
に
紛
爭
が
生
じ
、

こ
れ
に
關
す
る
「
已
耕
熟
田
、
不
許
執
舊
契
剗
奪
」
な
る
指
揮
も
出
さ
れ
た
。 

判
語
の
世
界
に
見
る
限
り
に
お
い
て
、
人
々
は
、
あ
ら
ゆ
る
機
會
を
利
用
し
て
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
如
く
に
見
ら
れ
る
。
地

價
の
上
昇
が
あ
れ
ば
、
典
を
賣
と
い
い
、
賣
を
典
と
い
い
、
絕
賣
し
た
土
地
を
回
贖
し
よ
う
と
し
、
あ
る
い
は
孜
定
し
て
い
た
抵
當
關
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係
に
突
如
異
を
唱
え
、
あ
る
い
は
批
退
し
た
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
先
買
權
を
主
張
す
る
、
な
ど
で
あ
る
。
土
地
價
格
變
動
の

み
な
ら
ず 

、
開
發
と
い
う
要
素
も
考
え
れ
ば
、
廣
く
土
地
の
價
値
の
變
動
が
、
土
地
所
有
權
を
め
ぐ
る
紛
爭
を
發
生
さ
せ
た
と
言
い
得

る
。
物
價
變
動
に
と
も
な
う
貨
幣
價
格
に
反
映
さ
れ
る
價
値
の
み
な
ら
ず
、
人
口
増
大
に
よ
る
開
發
に
よ
っ
て
も
そ
の
「
價
値
」（
相
對

價
格
）
は
上
昇
し
た
。
本
稿
の
題
名
に
「
地
價
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
土
地
の
價
値
」
で
あ
り
、
貫
で
示
さ
れ
る
金
錢
價
格
の
み
な

ら
ず
、
労
働
そ
の
他
の
資
源
に
對
す
る
相
對
價
格
を
も
意
味
す
る
。
そ
し
て
檢
討
し
た
限
り
、
紛
爭
が
發
生
し
た
場
合
、
長
期
（
三
年
、

二
〇
年
な
ど
）
に
わ
た
っ
て
孜
定
し
て
い
た
現
狀
を
變
更
し
よ
う
と
し
て
い
る
側
に
、
不
當
な
利
益
追
求
の
動
機
が
存
在
す
る
で
あ
ろ

う
と
い
う
理
解
が
、
出
訴
期
限
設
定
型
の
こ
れ
ら
一
連
の
法
條
に
通
底
し
て
見
ら
れ
る
。
宋
代
の
判
語
に
お
い
て
、
そ
れ
は
決
し
て
健

訟
抑
さ
え
と
い
っ
た
地
方
官
の
姿
勢
表
明
と
見
る
よ
り
、
オ
ー
ル
・
オ
ア
・
ナ
ッ
シ
ン
グ
の
眞
剣
勝
負
に
か
か
わ
る
基
準
と
見
た
方
が
、

史
料
の
讀
み
と
し
て
は
自
然
で
あ
る
。
物
價
高
騰
、
人
口
増
、
開
墾
と
い
っ
た
土
地
の
價
値
を
高
め
る
事
態
が
發
生
し
、
か
つ
他
の
慣

行
の
蓄
積
（
岸
本
氏
が
找
價
慣
行
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
「「
俗
」
の
厚
み
」）
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
狀
況
下
に
お
い
て
は
、
法
の
提
示

に
よ
る
合
意
調
達
へ
の
需
要
は
比
較
的
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。 

 

地
域
と
い
う
點
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
前
稿
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
福
建
と
と
も
に
五
代
宋
元
に
も
っ
と
も
開
發
が
進
ん
だ
長
江

中
流
域
、
つ
ま
り
江
西
や
荊
湖
地
方
に
お
い
て
訴
訟
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
人
口
増
か
ら
考
え
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。
例
え
ば
ボ
ズ
ラ

ッ
プ
は
一
般
論
と
し
て
人
口
急
増
が
地
權
を
め
ぐ
る
訴
訟
を
増
大
さ
せ
る
と
見
る
し

９
４

、
楊
國
孜
氏
に
よ
れ
ば
、
明
代
中
期
以
降
清
代

に
至
る
時
期
に
も
、
袁
州
や
吉
州
の
民
が
湖
南
に
遷
り
、「
凡
そ
健
訟
犯
科
の
者
は
、
多
く
流
寓
浮
籍
に
系
り
、
土
着
の
者
は
稀
な
り
」

９
５

と
土
着
の
も
の
で
は
な
く
彼
ら
が
健
訟
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
狀
況
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
時
期
、
湖
南
は
す
で
に
開

墾
さ
れ
て
土
地
資
源
の
逼
迫
が
は
じ
ま
り
、
移
流
し
て
き
た
人
々
は
里
甲
制
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
も
入
ら
ず
、
ま
た
宗
族
禮
教
の
縛
り
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も
な
い
狀
態
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る

９
６

。 

通
貨
供
給
や
米
價
と
、
開
墾
や
新
田
開
發
と
の
一
般
的
な
關
係
に
つ
い
て
は
、
な
お
今
後
の
檢
討
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
遅

く
と
も
唐
末
か
ら
長
江
下
流
域
が
、
つ
い
で
江
西
へ
と
開
發
が
續
き
、
さ
ら
に
宋
か
ら
明
中
期
に
ま
で
吉
州
や
袁
州
か
ら
湖
南
へ
の
人

口
流
入
が
續
く
中
、
宋
代
の
江
西
、
明
代
に
は
特
に
吉
孜
に
つ
い
て
、
健
訟
が
強
く
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
し
、
滋
賀
氏
が
説
明
す
る

宋
朝
の
法
典
體
系
と
は
、
結
局
は
こ
う
し
た
「
複
雜
」
な
社
會
に
對
應
す
る
法
律
を
生
み
出
し
續
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
に
お
い
て
民
事
的
法
律
が
多
用
さ
れ
る
宋
代
裁
判
の
狀
況
は
、
確
か
に
中
國
法
制
史
上
に
お
い
て
は
特
異
か

も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
で
考
察
し
た
こ
の
宋
代
の
二
、
三
の
法
律
條
文
を
見
る
限
り
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
、
宋
代
あ
る
い
は
中
國
獨
自

の
法
律
と
考
え
る
こ
と
は
必
ず
し
も
妥
當
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
例
え
ば
仁
井
田
氏
は
前
掲
論
文
「
第
四
節 

親
族
及
び
鄰
地
者
の

先
買
權
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
法
制
史
家
の
文
獻
を
引
用
し
つ
つ
、
親
族
・
村
落
民
の
同
意
權
・
先
買
權
の
一
般
性
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
る

９
７

（
三
八
七
頁
）
。
ま
た
近
年
、
堀
井
聡
江
氏
は
古
典
イ
ス
ラ
ー
ム
法
か
ら
現
行
エ
ジ
プ
ト
民
法
典
に
至
る
不
動

產
の
共
同
所
有
者
、
鄰
接
所
有
者
な
ど
の
先
買
權
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る

９
８

。
し
て
み
る
と
、
宋
代
の
「
親
鄰
の
法
」
の
理
念
は
、

世
界
史
的
に
は
特
異
な
も
の
と
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
「
二
〇
年
規
定
」
は
日
本
の
武
家
法
に
、
近
い
も
の
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
南
宋
と
同
時
期
（
一
三
世
紀
）
の
日
本
中
世
法
に
お
い
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
「
永
仁
德
政
令
」、
お
よ
び
初
期
の
武
家
法
『
御

成
敗
式
目
』
に
見
え
る
第
八
條
の
知
行
年
紀
法
な
ど
が
、
單
な
る
偶
然
か
、
な
ん
ら
か
の
關
連
が
あ
る
か
は
未
だ
不
明
で
あ
る
に
せ
よ
、

少
な
く
と
も
條
文
の
意
味
の
上
で
は
上
記
「
二
〇
年
規
定
」
に
似
て
い
る
點
は
指
摘
し
て
お
き
た
い

９
９

。 

 

ま
ず
、
時
期
的
に
は
前
後
す
る
が
、
前
者
は
一
二
九
七(

永
仁
五)

年
に
發
布
さ
れ
、 

一
、
賥
券
賣
買
地
事 
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右
、
於
地
頭
御
家
人
買
得
地
者
、
孚
本
條
、
過
二
十
箇
年
者
、
本
主
不
及
取
返
、
至
非
御
家
人
並
凡
下
輩
買
得
地
者
、
不
謂
年
記

遠
近
、
本
主
可
取
返
之

１
０
０

。 

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
御
家
人
の
買
っ
た
土
地
は
、
賣
却
後
二
十
年
を
經
過
し
た
場
合
、
賣
主
は
取
り
戻
せ
な
い
」

１
０
１

の
意
で
あ
る

が
、
二
〇
年
を
區
切
っ
て
そ
れ
以
前
に
根
據
を
持
つ
不
動
產
所
有
權
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
爭
い
得
な
い
と
す
る
點
に
お
い
て
は
、「
二

〇
年
規
定
」
と
同
樣
で
あ
る
。
永
仁
德
政
令
は
永
仁
に
至
っ
て
初
め
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
が

１
０
２

、
一
二
三
二
（
貞

永
元
）
年
制
定
の
『
御
成
敗
式
目
』
第
八
條
「
雖
帶
御
下
文
不
令
知
行
經
年
序
所
領
事
」
に
は 

右
當
知
行
之
後
、
過
二
十
ヶ
年
者
、
任
大
將
家
之
例
、
不
論
理
非
不
能
改
替
、
而
申
知
行
之
由
、
掠
給
御
下
文
之
輩
、
雖
帶
彼
狀

不
及
敘
用

１
０
３

。 

と
あ
り
（
知
行
年
紀
法
）
、
二
〇
年
以
上
知
行
し
て
い
る
所
領
は
改
替
を
論
理
し
な
い
、
と
い
う
。
近
年
、
長
又
高
夫
氏
は
、
知
行
年
紀

法
が
平
安
中
期
以
來
、
公
驗
と
と
も
年
序
が
秩
序
安
定
の
由
緒
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
と
し
つ
つ
、
こ
の
第
八
條
の
よ
う
に
「
公
驗

よ
り
も
「
年
序
」
を
重
ん
ず
る
法
思
想
が
い
つ
生
ま
れ
て
き
た
の
か
は
嚴
格
に
考
證
す
る
必
要
が
あ
」
り
、
ま
た
「
二
〇
年
と
い
う
年

紀
が
何
に
由
來
す
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
執
政
期
の
判
例
と
し
て
自
明
で
あ
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
（
そ
の
樣
な
判
例
は
一

例
も
確
認
出
來
な
い
）
」
と
さ
れ
る

１
０
４

。
ま
た
筧
雅
博
氏
は
、
前
出
『
棠
陰
比
事
』
「
江
分
表
裏
」
に
注
目
し
つ
つ
、
知
行
年
紀
法
が

宋
代
中
國
に
起
源
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
予
想
を
述
べ
ら
れ
る

１
０
５

。
一
三
世
紀
日
本
の
武
家
社
會
の
慣
習
、
秩
序
と
、
同
時
期

の
江
南
各
地
の
社
會
の
そ
れ
と
で
は
、
ま
た
日
本
中
世
武
家
法
が
主
た
る
對
象
と
し
た
御
家
人
と
、
同
時
期
の
江
南
に
お
い
て
上
述
の

法
律
を
用
い
て
い
た
健
訟
の
人
々
と
は
、
大
き
く
違
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
二
〇
年
が
經
過
し
た
時
點
で
、
古
い
契
約
書
の

内
容
よ
り
も
、
土
地
所
有
の
現
狀
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
法
律
も
し
く
は
判
決
の
方
向
に
お
い
て
、
知
行
年
紀
法
と
南
宋
の
「
二
〇
年
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規
定
」
の
間
に
共
通
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
無
論
、
こ
れ
の
み
か
ら
永
仁
德
政
令
や
『
御
成
敗
式
目
』
の
知
行
年
紀
法
と
中

國
法
の
直
接
的
關
連
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
さ
ら
に
唐
律
に
お
い
て
禁
止
規
定
の
み
見
ら
れ
る
「
越
訴
」
が
、
中
國
法
に
お

い
て
は
宋
代
に
爆
發
的
に
多
見
さ
れ

１
０
６

、
健
訟
の
代
表
的
な
行
為
と
し
て
記
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
、
日
本
の
越
訴
の
制
が
唐
律
の
み

な
ら
ず
宋
代
の
越
訴
法
を
も
視
野
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
中
世
の
武
家
法
と

宋
代
法
を
關
係
を
論
じ
よ
う
と
す
れ
ば
、
日
宋
交
流
、
特
に
臨
濟
宗
を
は
じ
め
と
し
た
佛
教
僧
の
動
向
、
公
家
の
法
務
官
僚
と
幕
府
と

の
關
係
、
そ
の
他
參
照
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
項
が
多
く
あ
り
、
一
方
筆
者
は
日
本
史
や
日
宋
交
流
史
に
關
し
て
は
素
人
で
あ
る
の
で
、
こ

れ
以
上
の
議
論
は
現
在
ま
だ
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
例
え
ば
我
が
國
現
行
民
法
（
一
六
二
條
）
で
も
一
定
の
要
件
が
證
明
さ
れ
れ
ば
一

〇
年
ま
た
は
二
〇
年
で
取
得
時
效
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
法
學
的
・
經
濟
学
學
見
地
も
含
め
、
今
後
よ
り
幅
廣
い
視
點
か
ら
、
江
西

等
の
健
訟
・
訟
學
、
宋
朝
の
民
事
的
法
規
に
つ
い
て
の
檢
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

                                          

          

 

 

注 

１

青
木
敦
「
健
訟
の
地
域
的
イ
メ
ー
ジ

ー
一
一
ー
一
三
世
紀
江
西
の
法
文
化
を
め
ぐ
っ
て
」『
社
會
經
濟
史
學
』
六
五
ー
三
、
一
九
九

九
。
以
下
、「
前
稿
」
と
稱
す
る
。 

２ 

小
川
快
之
「
宋
代
信
州
の
鑛
業
と
「
健
訟
」
問
題
」『
史
學
雜
誌
』
一
一
〇
ー
一
〇
、
二
〇
〇
一
、「
宋
代
饒
州
の
農
業
・
陶
瓷
器
業

と
「
健
訟
」
問
題
」
『
上
智
史
學
』
四
六
、
二
〇
〇
一
、「
明
代
江
西
に
お
け
る
開
發
と
法
秩
序
」
大
島
立
子
編
『
宋
ー
清
代
の
法
と
地
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域
社
會
』
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
六
。 

３ 

山
本
英
史
「
健
訟
の
認
識
と
實
態
ー
清
初
の
江
西
吉
孜
府
の
場
合
」
大
島
『
法
と
地
域
社
會
』。
吉
孜
に
關
し
て
は
な
お
方
志
遠
「
明

代
吉
孜
的
爭
訟
」
『
江
西
經
濟
史
論
叢
』（
江
西
師
範
大
學
歴
史
系
經
濟
史
研
究
室
）
第
一
輯
、、
一
九
八
七
を
舉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
は
、
明
代
吉
孜
の
健
訟
は
田
產
墓
地
の
爭
奪
と
賦
役
不
均
等
に
多
く
發
す
る
と
し
、
田
少
人
多
す
な
わ
ち
當
時
の
人
口
壓
の
高

さ
が
大
戶
に
よ
る
兼
併
や
大
戶
間
の
土
地
爭
奪
を
招
い
た
な
ど
と
し
つ
つ
、
南
宋
江
西
の
健
訟
記
事
を
引
き
、
明
代
吉
孜
の
爭
訟
頻
繁

の
諸
要
因
す
な
わ
ち
人
口
増
加
、
田
土
不
足
、
土
地
兼
併
、
賦
役
不
均
等
、
家
族
組
織
強
化
、
理
學
の
風
の
隆
盛
、
商
品
經
濟
發
展
、

仕
官
の
家
の
増
加
等
々
は
、
す
で
に
南
宋
に
は
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
、
と
の
所
見
が
述
べ
ら
れ
る
。 

４ 

本
稿
は
と
く
に
明
記
し
な
い
場
合
も
、
『
清
明
集
』
戶
婚
門
の
解
釋
に
お
い
て
は
高
橋
芳
郎
『
譯
注
「
名
公
書
判
清
明
集
」
戶
婚
門

ー
南
宋
代
の
民
事
的
紛
爭
と
判
決
』
創
文
社
、
二
〇
〇
六
に
基
本
的
に
依
據
し
て
い
る
。
ま
た
、
戶
婚
門
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
本
書

所
載
の
原
文
は
他
の
活
字
本
テ
キ
ス
ト
に
比
し
て
も
最
善
の
校
勘
が
行
わ
れ
て
い
る
。
戶
婚
門
以
外
は
す
べ
て
、
中
國
社
會
科
學
院
歴

史
研
究
所
宋
遼
金
元
史
研
究
室
點
校
第
二
版
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
に
よ
っ
た
。 

５ 

滋
賀
秀
三
『
清
代
中
國
の
法
と
裁
判
』
創
文
社
、
一
九
八
四
、
二
七
二
、
二
九
五
頁
。 

６ 

滋
賀
秀
三
『
中
國
法
制
史
論
集
ー
法
典
と
刑
罰
』
創
文
社
、
二
〇
〇
三
、
二
七
～
二
八
頁
。 

７ 

佐
立
治
人
「『
清
明
集
』
の
「
法
意
」
と
「
人
情
」」『
中
國
近
世
の
法
制
と
社
會
』
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所
、
一
九
九
三
。 

８ 

以
上
、
宮
崎
市
定
「
宋
元
時
代
の
法
制
と
裁
判
機
構
ー
元
典
章
成
立
の
時
代
的
・
社
會
的
背
景
」『
宮
崎
市
定
全
集
一
一
宋
元
』
岩

波
書
店
、
一
九
九
二
、
も
と
一
九
五
四
。
〓
頁
。 
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９ 

佐
立
「
『
清
明
集
』」
は
、
法
律
の
熟
知
が
當
事
者
に
と
っ
て
有
利
な
こ
と
「
か
ら
逆
推
し
て
、
當
時
の
民
事
的
裁
判
に
お
い
て
は
判

斷
基
準
が
他
な
ら
ぬ
法
律
そ
の
も
の
」
だ
と
い
う
予
想
が
成
り
立
つ
、
と
さ
れ
る
。 

１
０ 

以
下
、
特
に
記
さ
な
い
限
り
、
岸
本
美
緒
「
土
地
市
場
と
「
找
價
回
贖
」
問
題
」
大
島
『
法
と
地
域
社
會
』。
必
要
に
應
じ
て
頁
數

を
カ
ッ
コ
で
示
す
。 

１
１ 

岸
本
美
緒
『
清
代
中
國
の
物
價
と
經
濟
變
動
』
研
文
出
版
、
一
九
九
七
、
二
二
二
～
二
二
五
頁
。 

１
２ 

『
宋
刑
統
』
中
「
元
和
六
年
〔
八
一
一
年
〕
後
來
の
典
賣
物
業
を
條
理
す
る
の
勅
文
は
一
な
ら
ず
」
云
々
と
あ
り
、「
土
地
紛
爭
解

決
の
具
體
的
な
指
針
と
な
る
よ
う
な
法
令
」
と
し
て
長
慶
二
（
八
二
二
）
年
の
起
請
、
長
慶
四
（
八
二
四
）
年
お
よ
び
建
隆
三
（
九
六

二
）
年
の
勅
が
舉
げ
ら
れ
、
貞
元
・
元
和
年
間
（
七
八
五
～
八
二
〇
）
の
通
貨
緊
縮
の
時
期
を
う
け
、
元
和
一
五
年
に
改
革
が
行
わ
れ

た
と
い
う
。『
舊
唐
書
』
卷
四
八
食
貨
、
元
和
一
五
（
八
二
〇
）
年
八
月
、『
册
府
元
龜
』
卷
五
〇
一
錢
幣
、
同
月
、
中
書
門
下
奏
に
、

「
閏
正
月
十
七
日
勅
に
百
寮
に
錢
貨
輕
重
を
議
せ
し
む
」
と
し
て
物
重
錢
輕
に
對
す
る
諸
政
策
が
提
案
さ
れ
、
裁
可
さ
れ
て
い
る
が
、

中
書
門
下
の
言
に
は
さ
ら
に
「
其
の
土
乏
絲
麻
、
或
い
は
地
邊
塞
、
風
俗
既
に
異
な
り
、
賦
入
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
亦
た
商
量
し
所
司

に
委
ね
裁
酌
便
宜
に
隨
い
て
處
置
せ
ん
こ
と
を
請
う
」（『
册
府
元
龜
』）
と
あ
る
。
價
格
下
落
が
意
識
さ
れ
、
そ
の
對
策
が
講
じ
ら
れ
て

い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
よ
り
八
二
〇
年
代
に
景
氣
・
地
價
が
回
復
し
た
後
、『
宋
刑
統
』
所
載
法
令
が
發
布
さ
れ
た
こ
と
は
十
分

に
推
測
で
き
る
。
な
お
『
宋
刑
統
』
所
載
の
あ
ら
ゆ
る
過
去
の
詔
勅
等
が
こ
の
時
期
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
や
は
り
こ
の
時
期
、

土
地
關
係
法
令
が
あ
る
程
度
意
識
し
て
發
布
さ
れ
た
の
は
事
實
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
『
清
明
集
』
回
贖
に
關
わ
る
二
五
事
例
に
は
「
一

二
世
紀
後
半
に
行
わ
れ
た
賣
買
か
ら
數
十
年
を
經
て
」
こ
の
時
期
提
訴
さ
れ
て
い
る
例
が
少
な
か
ら
ず
（
約
六
件
）
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
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の
事
案
の
時
期
が
開
禧
以
降
の
イ
ン
フ
レ
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
健
訟
や
胥
吏
、
豪
民
、
訴
訟
ゴ
ロ
の
活
躍
す

る
所
謂
「
南
宋
社
會
」
を
描
く
際
に
大
き
く
依
據
し
て
い
る
『
清
明
集
』『
黃
氏
日
抄
』
な
ど
こ
の
時
期
の
朱
子
學
者
の
史
料
の
時
代
背

景
に
、
開
禧
イ
ン
フ
レ
が
あ
る
と
い
う
事
實
を
、
あ
ら
た
め
て
喚
起
し
て
い
る
。
明
清
に
お
い
て
も
、
明
清
の
江
南
、
華
北
な
ど
の
例

を
引
き
つ
つ
、
找
價
回
贖
風
潮
は
地
價
が
上
昇
へ
轉
じ
る
と
き
の
傾
き
の
變
化
を
背
景
と
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
（
二
四
五
頁
）。
な
お

ホ
ア
ン
氏
は
、
イ
ン
フ
レ
に
お
い
て
、
回
贖
を
脅
迫
の
材
料
に
地
價
の
上
昇
分
を
回
收
す
る
こ
と
を
找
價
と
解
す
る
。Philip C.C. 

H
u
a
n
g
.
 Civil justice in China : representation and practice in the Qing. Stanford University Press, 1996, 

p
.
3
7

。 

１
３

佐
立
「
『
清
明
集
』」
參
照
。 

１
４ 

二
〇
〇
四
年
八
月
一
二
日
、
戶
隱
に
お
け
る
「
舊
魏
書
研
究
會
」
で
の
「
宋
代
江
西
の
法
文
化
と
契
約
」
と
題
す
る
報
告
。
そ
の

内
容
は
、「
二
〇
年
規
定
」（
筆
者
は
當
時
「
二
〇
年
の
法
」
と
稱
し
て
い
た
が
、
岸
本
「
土
地
市
場
」
に
從
っ
て
本
稿
で
は
「
～
規
定
」

と
す
る
）
が
「
用
い
ら
れ
る
背
景
と
し
て
、
健
訟
（
訴
訟
を
好
む
風
潮
）
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
長
江
中
流
域
開
發
地
帶
に
代
表
さ
れ

る
、
開
發
・
人
口
増
加
・
土
地
稀
少
化
地
域
に
お
け
る
所
有
權
確
定
へ
の
宋
朝
の
努
刂
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」

と
、
岸
本
氏
が
前
掲
論
文
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。 

１
５ 

明
清
時
代
に
找
價
回
贖
關
係
の
標
準
的
な
既
定
と
な
っ
た
『
弘
治
問
刑
條
例
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
法
。『
皇
明
條
法
事
類
纂
』
卷
一

二
「
已
分
家
產
不
許
告
爭
賣
絕
田
地
不
許
告
贖
有
辱
罵
捏
告
勘
問
官
者
照
刁
徒
處
置
例
」（
成
化
五
年
）
に
引
か
れ
る
兵
科
給
事
中
題
奏

な
ど
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
清
代
以
降
さ
ら
に
こ
れ
も
使
わ
れ
な
く
な
る
と
い
う
。
岸
本
美
緒
「
明
清
時
代
の
『
找
價
回
贖
』
問
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題
」
『
中
國
ー
社
會
と
文
化
』
一
二
、
一
九
九
七
に
詳
論
。 

１
６ 

以
上
二
三
一
、
ま
た
二
三
四
、
二
四
九
頁
。
ま
た
契
約
後
の
年
限
（
宋
代
）
あ
る
い
は
絕
對
年
月
（
元
代
）
に
よ
っ
て
訴
訟
を
受

理
し
な
い
法
律
は
長
期
的
に
契
約
秩
序
の
孜
定
化
に
資
す
る
か
疑
問
で
あ
り
（
二
三
四
頁
）、
明
代
の
「
五
年
規
定
」
の
よ
う
な
法
の
機

械
的
適
用
は
當
事
者
に
不
滿
を
殘
す
と
感
じ
ら
れ
る
（
二
四
八
頁
）、
と
さ
れ
る
。 

１
７

佐
立
「
『
清
明
集
』」
參
照
。 

１
８ 

當
時
の
裁
判
の
法
源
が
法
律
よ
り
も
「
情
理
」
で
あ
っ
た
と
い
う
原
理
か
ら
す
れ
ば
（
滋
賀
『
清
代
中
國
』）、
法
律
が
予
測
可
能

な
判
斷
基
準
を
提
供
し
て
き
た
と
い
う
見
方
に
は
異
論
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
律
例
の
刑
事
的
な
條
文
す
ら
、
あ
る
犯
罪
を
し
た
と

き
の
罰
の
重
さ
に
つ
い
て
の
予
測
可
能
な
基
準
を
提
供
し
て
い
た
と
言
い
得
る
の
で
あ
っ
て
、
法
律
が
罪
や
判
決
結
果
に
つ
い
て
の
予

測
可
能
性
を
提
供
し
て
い
た
側
面
を
全
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

１
９ 

『
夢
溪
筆
談
』
卷
二
五
。
こ
の
記
事
は
、
宋
の
『
折
獄
龜
鑑
』、『
棠
陰
比
事
』
、
元
の
『
輟
耕
錄
』
な
ど
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。 

２
０ 

『
癸
辛
雜
識
』
續
集
卷
上
「
訟
學
業
觜
社
」 

２
１ 

 

宮
崎
氏
が
前
掲
論
文
で
考
察
す
る
よ
う
に
、
明
の
呉
訥
が
書
い
た
と
思
わ
れ
る
。
上
記
『
棠
陰
比
事
』
記
事
の
續
き
。 

２
２ 

『
宋
會
要
』
刑
法
二
ー
一
五
〇
紹
興
一
三
年
閏
四
月
一
二
日
、
刑
法
三
ー
二
六
紹
興
一
三
年
八
月
二
三
日
。 

２
３ 

『
宋
會
要
輯
稿
』(

以
下
、『
宋
會
要
』)

刑
法
二
ー
一
五
〇
紹
興
七
年
九
月
二
二
日
。 

２
４ 

以
上
、
宮
崎
市
定
「
宋
元
時
代
」。 

２
５ 

前
稿
に
お
い
て
も
こ
れ
に
は
触
れ
た
が
、
そ
こ
で
述
べ
た
范
應
鈴
以
外
に
も
、
さ
ら
に
法
律
に
よ
っ
て
紛
爭
が
即
座
に
解
決
す
る
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と
い
う
江
西
に
お
け
る
地
方
官
の
言
と
し
て
、
楊
時
が
虔
州
司
法
で
あ
っ
た
と
き
、「
公
燭
理
精
深
曉
習
律
令
、
有
疑
獄
、
衆
所
不
決
者
、

皆
立
斷
」
（
『
伊
洛
淵
源
錄
』
一
〇
「
楊
文
靖
公
墓
誌
銘
」）
。 

２
６ 

『
浪
語
集
』
卷
三
三
「
先
大
夫
（
薛
徽
言
）
行
狀
」「
奏
本
路
〔
湖
南
〕
不
便
于
民
者
十
事
、
乞
委
憲
司
覺
察
違
戻
…
…
六
曰
、
鄉

村
聚
徒
教
習
律
令
」、
佐
立
前
掲
論
文
參
照
。 

２
７

正
德
『
袁
州
府
志
』
卷
一
三
楊
侃
「
新
建
郡
小
廳
記
」「
袁
之
於
江
南
中
郡
也
。
地
接
湖
湘
、
俗
雜
呉
楚
、
壤
沃
而
利
厚
、
人
繁
而

訟
多
。
自
皇
宋
削
吏
權
而
責
治
術
、
天
下
之
郡
、
吉
稱
難
治
而
袁
實
次
之
。
何
者
。
編
戶
之
内
學
訟
成
風
、
鄉
校
之
中
校
律
爲
業
。
故

其
巧
僞
彌
甚
。
錐
刀
必
爭
、
引
條
指
例
、
而
自
陳
訐
私
、
發
隱
以
相
報
、
至
有
訟
一
起
而
百
夫
繋
獄
、
辭
兩
疑
而
連
歳
不
決
。
皆
謂
弊

在
民
知
法
也
。
抑
法
者
民
之
所
御
勒
、
嘗
聞
上
執
之
可
以
御
下
、
下
持
之
可
以
犯
上
也
。
是
故
子
產
鑄
之
於
鼎
鄭
國
不
聞
不
治
、
商
君

令
之
於
市
、
秦
人
不
聞
不
畏
、
且
民
者
冥
也
。
以
其
冥
然
無
知
所
以
難
治
也
。
今
袁
之
民
、
既
皆
知
法
、
是
非
難
治
也
、
其
在
上
者
、

紊
其
政
、
故
民
得
以
紛
紜
於
下
也
、
嗚
呼
吏
不
廉
法
不
帄
非
袁
民
口
不
可
塞
也
」
。
前
稿
參
照
。 

２
８

『
歐
陽
文
忠
公
集
』
外
集
卷
一
一
「
尚
書
職
方
郎
中
分
司
南
京
歐
陽
（
潁
）
公
墓
誌
銘
」「
歙
州
民
、
習
律
令
、
性
喜
訟
、
家
家
自

為
簿
書
、
凡
聞
人
之
隂
私
毫
髪
坐
起
語
言
日
時
、
皆
記
之
、
有
訟
則
取
以
證
、
其
視
入
狴
牢
就
桎
梏
、
猶
冠
帶
偃
簀
恬
如
也
」。
前
稿
參

照
。
ま
た
元
豐
の
記
事
と
し
て
『
溪
堂
集
』
卷
一
〇
「
故
朝
奉
大
夫
渠
州
使
君
季
（
復
）
公
行
狀
」
に
「
大
扺
歙
之
六
縣
、
事
皆
煩
劇
、

士
大
夫
畏
之
、
如
沸
鼎
之
湯
、
不
可
嚮
邇
、
而
休
寜
尤
甚
」
、
大
観
年
間
の
記
事
と
し
て
『
丹
陽
集
』
卷
二
四
「
宋
左
宣
奉
大
夫
顯
謨
閣

待
制
致
仕
贈
特
進
諡
文
康
葛
（
勝
仲
）
公
行
狀
」
に
「
以
議
廟
制
與
時
論
不
合
。
責
知
歙
州
休
寧
縣
。
歙
地
多
巖
嶮
、
其
民
狠
愎
健
訟
、

歳
斷
大
辟
、
以
百
計
。
在
江
東
、
號
最
難
治
、
而
休
寧
尤
甚
。
故
諺
稱
、
鑊
湯
滚
處
。
銓
曹
選
注
、
無
願
往
者
」
な
ど
と
あ
る
。 
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２
９ 

『
宋
會
要
』
崇
儒
二
ー
二
四
「
政
和
學
規
」
に
は
新
差
提
舉
廣
南
西
路
學
事
洪
擬
の
言
と
し
て
（「
新
差
提
舉
廣
南
西
路
學
事
洪
擬

言
「
編
戶
之
間
、
有
預
學
籍
者
、
其
父
兄
盡
以
辭
訴
之
事
付
之
、
校
爭
錐
刀
之
末
、
而
不
知
以
為
恥
。
欲
望
特
降
睿
旨
、
應
州
縣
學
、

非
為
戶
首
、
而
輒
訴
本
戶
事
者
、
官
司
不
得
受
理
、
仍
坐
以
謗
詈
爭
訟
之
罰
」。
從
之
」）
と
廣
西
に
お
い
て
も
、
學
校
で
の
知
識
を
訴

訟
に
轉
用
し
て
い
た
事
實
が
知
ら
れ
る
。 

３
０ 

以
上
、A

o
k
i A

t
s
u
sh
i
 "
S
un
g
 L
e
ga
l
 Culture : An An

alysis of the Application of Laws by Judges in the Ch'ing

ーM
i
n
g
 
C
h
i
" Acta Asiatica

,
 8
4
,
 
2
0
03

參
照
。 

３
１ 

『
清
明
集
』
卷
一
四
「
不
為
劉
舍
人
廟
保
奏
加
封
」(

胡
頴)

に
「
又
近
得
名
公
所
謂
對
越
集
者
讀
之
、
竊
見
其
間
施
行
、
有
適
相
類

者
、
是
則
我
心
之
所
同
、
然
明
公
已
先
得
之
矣
、
尚
何
言
哉
」
と
あ
り
。 

３
２ 

劉
馨
珺
氏
が
『
清
明
集
』
中
の
戶
婚
差
役
の
事
案
二
〇
〇
件
の
中
、
五
三
％
が
法
條
を
引
用
し
て
い
る
と
さ
れ
（『
明
鏡
高
懸

―

南
宋
縣
衙
的
獄
訟
』
五
南
圖
書
出
版
、
二
○
○
五
、
三
五
七
頁
）、
ま
た
岸
本
美
緒
氏
が
同
じ
く
『
清
明
集
』
中
か
ら
找
價
回
贖
に
多
少

と
も
關
係
す
る
事
案
二
五
件
の
う
ち
、
約
四
分
の
三
が
法
の
具
體
的
内
容
を
踏
ま
え
て
判
斷
し
て
い
る
（
岸
本
）
の
と
比
較
す
れ
ば
、

戶
婚
門
な
ど
に
限
ら
ず
『
清
明
集
』
全
體
か
ら
の
筆
者
の
法
律
條
文
引
用
の
數
は
、
翁
甫
・
范
應
鈴
・
呉
革
で
も
三
割
～
四
割
と
、
少

な
く
な
っ
て
い
る
。 

３
３ 

『
宋
會
要
』
刑
法
二
ー
五
〇
紹
興
七
年
九
月
二
二
日
、
注
〓參
照 

３
４ 

『
三
朝
北
盟
會
編
』
一
九
三
「
炎
興
下
帙
」、
紹
興
九
年
二
月
、
冒
頭
に
「
吉
州
布
衣
周
南
仲
上
書
」。
ま
た
『
建
炎
以
來
繫
年
要

錄
』
一
二
六
紹
興
九
年
二
月
も
略
同
。
こ
の
周
南
仲
と
は
水
心
先
生
葉
適
の
弟
子
の
周
南
仲
と
は
別
人
で
あ
ろ
う
。 



 

42 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                          

 

３
５ 

宮
崎
前
掲
論
文
。『
長
編
』
三
七
四
元
祐
元
年
四
月
癸
已
「
刑
部
言
、
立
聚
集
生
徒
教
授
辭
訟
文
書
編
配
法
及
告
獲
格
、
從
之
」。『
宋

會
要
』
刑
法
一
ー
一
三
元
祐
元
年
四
月
六
日
同
。 

３
６ 

こ
れ
に
つ
い
て
管
見
の
限
り
最
新
の
研
究
は
、
中
田
伸
一
「
沈
括
の
「
夢
渓
筆
談
」
に
つ
い
て
」『
小
山
工
業
高
等
専
門
學
校
研
究

紀
要
』
三
三
、
二
〇
〇
一
。 

３
７

周
藤
吉
之
『
宋
代
官
僚
制
と
大
土
地
所
有
』
社
會
構
成
史
大
系
八
、
一
九
五
〇
、
二
九
頁
。 

３
８ 

青
木
敦
「
北
宋
末
～
南
宋
期
の
法
令
に
付
さ
れ
た
越
訴
規
定
に
つ
い
て
」『
東
洋
史
研
究
』
五
八
ー
二
、
一
九
九
九
參
照
。 

３
９ 

青
木
敦
「
南
宋
女
子
分
法
再
考
」『
中
國
―
社
會
と
文
化
』
一
八
、
二
〇
〇
三
參
照 

４
０ 

滋
賀
秀
三
『
清
代
中
國
』
、
二
七
一
頁
參
照
。
一
方
、
巴
縣
檔
案
、
淡
新
檔
案
、
寶
坻
縣
檔
案
な
ど
を
利
用
し
、
清
代
裁
判
に
お
い

て
、
清
律
に
民
事
的
要
素
を
見
出
そ
う
と
し
、
こ
れ
を
含
め
て
調
停
よ
り
裁
判
官
の
決
斷
に
よ
る
判
決
の
確
定
を
主
張
す
るHuang.  

Civil justice

に
對
し
て
は
、
孝
田
浩
明
（「
清
代
民
事
司
法
論
に
お
け
る
「
裁
判
」
と
「
調
停
」

―
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ホ
ア
ン
（Philip 

C
.
 
C
.
 
H
u
a
n
g

）
氏
の
近
業
に
寄
せ
て
」
『
中
國
史
學
』
五
、
一
九
九
五
、
同
「
清
代
聴
訟
に
見
え
る
「
逆
說
」
的
現
象
に
つ
い
て
ー
ホ

ア
ン
氏
の
「
表
象
と
實
務
」
論
に
寄
せ
て
」『
中
國
ー
社
會
と
文
化
』
一
三
、
一
九
九
八
）、
王
泰
升
「
台
灣
民
事
財
產
法
文
化
的
變
遷

ー
以
不
動
產
買
賣
為
例
」『
台
大
法
學
論
叢
』
三
三
ー
二
な
ど
に
批
判
が
あ
る
。
ホ
ア
ン
氏
と
日
本
側
と
の
論
爭
に
つ
い
て
は
孝
田
浩
明

「
後
期
帝
制
中
國
に
お
け
る
法
・
社
會
・
文
化
ー
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
研
究
者
の
對
話
」『
中
國
圖
書
』
一
九
九
七
ー
一
、
一
九
九
七
も

參
照
。  

４
１ 

同
書
自
體
、
お
よ
び
こ
れ
に
關
す
る
樣
々
な
方
面
で
の
研
究
を
レ
ヴ
ュ
ー
し
た
も
の
と
し
て
、
高
橋
芳
郎
「
名
公
書
判
清
明
集
」『
宋
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代
中
國
の
法
制
と
社
會
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
、
お
よ
び
小
川
快
之
「『
清
明
集
』
と
宋
代
史
研
究
」『
中
國
ー
社
會
と
文
化
』
一
八
、

二
〇
〇
三
。 

４
２ 

靜
嘉
堂
所
蔵
の
も
の
、
出
版
は
『
宋
本
名
公
書
判
清
明
集
』
上
海
商
務
印
書
館
、
一
九
三
五
、
古
典
研
究
會
編
『
名
公
書
判
清
明

集
』、
古
典
研
究
會
、
一
九
六
四
。
梅
原
郁
譯
注
『
名
公
書
判
清
明
集
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
六
、
參
照
。 

４
３ 

仁
井
田
陞
「
清
明
集
戶
婚
門
の
研
究
」『
中
國
法
制
史
研
究
（
法
と
慣
習
・
法
と
道
德
）』
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
六
四
（
初
出

一
九
三
三
）。
氏
の
分
類
は
「
賥
庫
・
解
庫
と
動
產
賥
及
び
利
息
」「
不
動
產
賥
」「
親
族
及
び
隣
地
者
の
先
買
權
」「
出
訴
期
間
」「
土
地

台
帳
」
「
離
婚
」
「
養
子
と
立
繼
及
び
命
繼
」「
家
族
共
產
」「
遺
言
」
で
あ
る
。 

４
４ 

徐
道
鄰
「
宋
律
佚
文
輯
註
」
『
東
方
雜
誌
』
復
刊
四
ー
三
、ca.

一
九
七
〇
。 

４
５ 

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
で
あ
る
青
木
敦
『
宋
代
判
語
に
見
る
民
事
的
立
法
と
地
價
變
動 

増
補
版
』（
二
〇
〇
六
年
度
科
學

研
究
費
補
助
金
‧
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
江
西
～
湖
南
を
中
心
と
し
た
宋
朝
「
政
區
」
の
境
界
に
關
す
る
研
究
」Working and Disucussion 

Paper Series No.2

）
宋
朝
政
區
研
究
事
務
局
、
二
〇
〇
六
（
以
下
、
Ｄ
Ｐ
）
に
、「
付
錄
：
『
清
明
集
』
戶
婚
門
に
見
ら
れ
る
法
條
」

と
し
て
、
戶
婚
門
に
見
ら
れ
る
法
律
條
文
、
お
よ
び
明
確
に
法
律
條
文
の
文
言
を
引
用
し
て
い
る
事
例
を
、
一
〇
八
條
、
そ
の
關
連
史

料
と
と
も
に
收
集
し
た
。
今
後
、
さ
ら
に
検
討
の
上
、
別
稿
と
し
て
發
表
す
る
預
予
定
で
あ
る
。 

４
６

以
下
、『
清
明
集
』
か
ら
の
引
用
が
文
脈
か
ら
明
ら
か
な
場
合
は
、
卷
と
表
題
の
み
を
記
す
。
卷
四
「
王
九
訴
伯
王
四
占
去
田
產
」（
范

應
鈴
）、
卷
四
「
呉
肅
呉
榕
呉
檜
互
爭
田
產
」（
范
應
鈴
）、
卷
四
「
契
約
不
明
錢
主
或
業
主
亡
者
不
應
受
理
」（
方
岳
）、
卷
九
「
過
二
十

年
業
主
死
者
不
得
受
理
」（
呉
革
、
宋
版
に
見
え
ず
、
臨
孜
府
）、
卷
九
「
揩
改
契
書
佔
據
不
肯
還
贖
」
に
ほ
ぼ
同
じ
形
で
見
え
る
。
卷



 

44 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                          

 

五
「
經
二
十
年
而
訴
典
買
不
帄
不
得
受
理
」
所
引
條
文
も
明
ら
か
に
同
じ
で
あ
り
、
卷
一
三
「
以
累
經
結
斷
明
白
六
事
誣
罔
脫
判
昏
賴

田
業
」
（
刑
提
幹
擬
）
も
明
ら
か
に
同
法
を
意
識
し
て
い
る
。
卷
四
「
孝
僧
爭
田
之
妄
」（
方
岳
）
は
本
文
で
後
述
の
ご
と
く
、
こ
の
法

の
一
部
と
見
ら
れ
る
。
氏
に
は
「
土
地
市
場
」
刊
行
以
前
か
ら
樣
々
な
教
示
を
賤
っ
た
。
そ
の
結
果
、
い
く
つ
か
の
誤
解
に
氣
づ
か
せ

ら
れ
た
こ
と
を
、
謝
し
て
記
す
。
な
お
、
こ
の
法
を
指
し
て
「
交
易
法
」（「
取
引
の
法
律
」）
と
稱
し
て
い
る
例
も
あ
る
（
卷
四
「
孝
僧

爭
田
之
妄
」
）。
た
だ
、
卷
五
「
經
二
十
年
而
訴
典
買
不
帄
不
得
受
理
」
の
條
文
は
「
諸
典
買
田
孛
經
二
十
年
、
而
訴
典
賣
不
明
者
、
不

得
受
理
」
と
、
若
干
異
な
っ
て
い
る
が
、
實
賥
的
に
二
〇
年
規
定
に
内
容
が
近
く
、
主
意
文
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
こ
に
は
含
ま
れ
て

い
な
い
が
、
卷
四
「
章
明
與
袁
孜
互
訴
田
產
」（
范
應
鈴
）
に
お
い
て
は
、
王
文
が
袁
孜
の
不
動
產
を
買
い
入
れ
た
と
こ
ろ
、
突
然
章
明

な
る
も
の
が
乾
道
八
年
の
契
書
を
持
ち
出
し
て
そ
の
所
有
權
を
主
張
。
し
か
し
判
決
で
は
、
こ
の
契
約
書
に
は
後
印
に
印
梢
が
な
く
、

投
印
の
年
月
も
分
か
ら
な
い
、「
契
要
不
明
、
已
に
五
十
年
以
上
を
更
る
、
何
ぞ
照
使
す
べ
け
ん
や
」
と
あ
り
、
こ
の
事
案
も
二
〇
年
規

定
を
意
識
し
て
い
た
と
十
分
に
予
想
し
得
る
。
他
に
も
、
卷
六
「
爭
田
業
」
の
「
婚
田
自
有
年
限
」、
卷
六
葉
岩
峰
「
占
賃
房:

花
判
」

（
岩
峰
）
の
「
如
乾
道
交
易
八
十
年
、
初
無
受
理
之
條
法
」
と
い
う
せ
り
ふ
も
同
樣
に
出
訴
年
限
を
意
識
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。 

４
７

卷
七
「
雙
立
母
命
之
子
與
同
宗
之
子
」（
通
城
宰
書
擬
）
お
よ
び
次
の
「
倉
司
擬
筆
」、
卷
八
「
已
立
昭
穆
相
當
人
而
同
宗
妄
訴
」（
翁

甫
）、
卷
一
一
「
已
有
養
子
不
當
求
立
」
（
葉
岩
峰
）。
卷
八
「
父
在
立
異
姓
父
亡
無
遣
還
之
條
」（
胡
頴
）
も
こ
の
法
意
を
引
く
。 

４
８ 

こ
の
戶
絕
・
命
継
に
つ
い
て
の
條
文
は
從
来
か
ら
研
究
が
多
い
が
、
最
近
の
も
の
と
し
て
李
淑
媛
『
爭
財
競
產
ー
唐
宋
的
家
產
與

法
律
』
五
南
圖
書
出
版
公
司
、
二
〇
〇
五
、
第
四
章
參
照
。 

４
９ 

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
專
論
な
ど
が
あ
り
、
こ
こ
で
列
舉
す
る
暇
が
な
い
が
、
概
ね
仁
井
田
「
清
明
集
」
に
お
い
て
「
養
子
と
立
繼
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及
び
命
繼
」
「
家
族
共
產
」
「
遺
言
」
に
分
類
し
て
い
る
諸
法
で
あ
る
。
詳
し
く
は
Ｄ
Ｐ
に
分
析
の
經
過
を
載
せ
て
い
る
が
、
他
日
機
會

が
あ
れ
ば
詳
論
の
予
定
で
あ
る
。 

５
０ 

仁
井
田
「
清
明
集
」
は
「
出
訴
期
間
」
に
分
類
し
て
お
り
、
岸
本
「
土
地
市
場
」
は
「
受
理
期
間
限
定
型
」
の
法
律
と
稱
す
る
（
二

三
二
頁
）。
中
國
で
は
「
時
効
」
と
稱
す
る
（
岸
本
「
土
地
市
場
」
二
二
六
頁
）
。 

５
１

卷
九
「
有
親
有
鄰
在
三
年
內
者
方
可
執
贖
」、
卷
九
「
禁
步
內
如
非
己
業
只
不
得
再
孜
墳
墓
起
造
墾
種
聽
從
其
便
」（
胡
頴
）。 

５
２ 

卷
四
「
游
成
訟
游
洪
父
抵
當
田
產
」
（
范
應
鈴
）。
こ
れ
以
外
に
も
、
卷
四
「
漕
司
送
下
互
爭
田
產
」（
范
應
鈴
）、
卷
五
「
重
疊
交

易
合
監
契
內
錢
帰
還
」
（
立
齋
姚
）、
卷
六
「
以
賣
為
抵
當
而
取
贖
」（
吳
革
）、
卷
九
「
重
疊
」（
翁
甫
）、
卷
一
二
「
豪
橫
」（
蔡
杭
）。 

５
３

卷
四
「
漕
司
送
許
德
裕
等
爭
田
事
」
（
范
應
鈴
）、
卷
九
「
禁
步
內
如
非
己
業
只
不
得
再
孜
墳
墓
起
造
墾
種
聽
從
其
便
」（
胡
頴
）。
仁

井
田
「
清
明
集
」
四
一
七
頁
。 

５
４

人
倫
門
一
〇
「
兄
弟
論
賴
物
業
」
（
劉
克
莊
）「
已
分
財
產
滿
三
年
而
訴
不
帄
、
及
滿
五
年
而
訴
無
分
違
法
者
、
各
不
得
受
理
」。
卷

五
「
姪
與
出
繼
叔
爭
業
」（
翁
甫
）
に
は
「
分
財
產
年
而
訴
不
帄
、
又
遺
囑
滿
十
年
而
訴
者
、
不
得
受
理
」
と
の
法
律
も
見
え
る
。 

 

５
６ 

卷
六
「
贖
屋
」
（
呉
革
） 

５
７ 

卷
六
「
執
同
分
贖
屋
地
」
（
呉
革
） 

５
８ 

高
橋
『
譯
注
』
一
六
六
頁
、
岸
本
「
土
地
市
場
」
二
五
六
、
二
五
八
頁
。 

５
９ 

『
宋
會
要
』
刑
法
三
ー
四
七
紹
興
五
年
閏
四
月
一
〇
日
。
問
隣
規
定
の
「
滿
三
年
不
許
受
理
」。 
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６
０ 

た
と
え
ば
南
宋
に
お
い
て
、
越
訴
對
策
と
し
て
紹
興
年
間
に
「
斷
由
」
を
給
す
る
制
度
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
際
の
紹
興
二
二
（
一

一
五
二
）
年
（
『
建
炎
以
来
繫
年
要
錄
』、
以
下
『
要
錄
』
五
月
辛
丑
條
）
の
右
諫
議
大
夫
林
大
鼐
の
言
に
よ
れ
ば
、
遠
方
よ
り
越
訴
し

て
く
る
健
訟
の
人
々
が
少
な
く
な
い
、
欲
す
ら
く
は
今
後
、
婚
田
・
差
役
な
ど
の
訴
訟
に
お
い
て
は
か
つ
て
結
絕
す
れ
ば
當
事
者
に
斷

由
を
給
す
る
よ
う
、
と
あ
る
か
ら
、
當
時
政
府
を
悩
ま
せ
た
健
訟
問
題
の
主
た
る
内
容
は
婚
田
・
差
役
で
あ
っ
た
。
青
木
「
越
訴
」、
劉

馨
珺
『
明
鏡
高
懸
』
三
二
一
頁
。
ま
た
、
湖
南
に
お
い
て
も
、
訴
訟
の
大
半
は
田
訟
で
あ
る
、
と
の
記
述
が
見
え
る
（
後
述
）。 

６
１ 

「
諸
典
賣
田
產
、
年
限
已
滿
、
業
主
於
務
限
前
收
贖
、
而
典
主
故
作
遷
延
占
據
者
、
杖
一
百
」（
卷
九
胡
石
壁
「
典
主
遷
延
入
務
」）

に
關
わ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
同
法
に
は
一
〇
年
と
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
明
。
卷
五
「
妻
財
置
業
不
系
分
」（
翁
甫
）
も
あ
る
典
の
契

約
に
つ
い
て
「
三
年
の
限
の
外
に
在
る
に
係
り
、
ま
さ
に
訴
理
す
べ
か
ら
ず
…
…
爭
端
は
務
限
の
内
に
在
り
、
ま
さ
に
贖
を
聴
す
べ
ら

ざ
る
と
雖
も
、
但
だ
」
云
々
と
あ
る
。 

６
２ 

卷
五
「
從
兄
盜
賣
已
死
弟
田
業
」（
建
陽
佐
官
）、
卷
九
「
重
疊
」（
翁
甫
）。 

６
３ 

卷
四
「
游
成
訟
游
洪
父
抵
當
田
產
」
（
范
應
鈴
）、
卷
六
「
抵
當
不
交
業
」（
呉
革
）。 

６
４ 

卷
九
「
過
二
十
年
業
主
死
者
不
得
受
理
」（
呉
革
）、
卷
五
「
典
賣
園
屋
既
無
契
據
難
以
取
贖
」（
莆
陽
）。 

６
５

卷
四
「
呉
肅
呉
榕
呉
檜
互
爭
田
產
」（
范
應
鈴
） 

６
６

仁
井
田
「
清
明
集
」
三
九
〇
～
三
九
一
頁
。 

６
７ 

『
宋
刑
統
』
一
三
戶
婚
律
「
典
賣
指
當
論
競
物
行
」「
…
…
應
典
及
倚
當
莊
孛
物
業
與
人
、
限
外
雖
經
年
深
、
元
契
見
在
、
契
頭
雖

已
亡
歿
、
其
有
親
的
子
孫
及
有
分
骨
肉
、
證
顕
然
者
、
不
限
年
歳
、
並
許
收
贖
…
」。 
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６
８ 

李
孟
傳
が
「
錢
主
」「
業
主
」
の
い
ず
れ
か
に
該
當
す
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
契
約
書
の
眞
偽
を
證
明
で
き
る
者
で
あ

り
、
本
條
文
が
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
姓
は
異
な
る
が
契
約
代
理
人
か
牙
保
人
の
類
か
。 

６
９ 

例
え
ば
前
に
も
触
れ
た
命
繼
や
女
に
家
產
分
割
す
る
宋
代
の
複
雜
な
戶
絕
法
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
は
樣
々
な
研
究
が
さ
れ
て
い

る
が
、
さ
ら
に
「
戶
絕
命
繼
、
從
房
族
尊
長
之
命
」「
夫
亡
妻
在
、
則
從
其
妻
」
な
ど
樣
々
な
パ
ー
ツ
が
複
雜
に
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る

こ
と
が
看
取
で
き
る
。 

７
０

佐
立
「
『
清
明
集
』」
、
青
木
前
稿
。 

７
１ 

卷
九
「
親
鄰
之
法
」
（
胡
頴
）。
ま
た
卷
四
「
漕
司
送
下
互
爭
田
產
」（
范
應
鈴
）
に
は
東
西
南
北
の
順
に
聞
く
と
あ
る
。 

７
２ 

宋
代
判
語
に
お
け
る
法
條
の
引
用
に
は
、
特
に
厳
格
な
形
式
は
な
い
。
判
語
に
限
ら
ず
、
宋
代
史
料
に
は
「
在
法
」
と
し
て
、「 

」

で
く
く
り
得
る
が
ご
と
き
書
き
方
で
引
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
引
用
と
い
う
よ
り
も
主
旨
に
言
及
、
な
い
し
は
要
点
に
触
れ
る
だ

け
の
主
意
文
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
截
然
と
區
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
さ
た
に
こ
れ
以
外
に
も
、
當
事
者
た
ち
に
、
特

定
の
法
律
を
強
烈
に
連
想
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
言
い
方
も
あ
る
（
既
出
の
卷
四
「
章
明
與
袁
孜
互
訴
田
產
」（
范
應
鈴
）「
且
契
後
印
無
印

梢
、
莫
知
投
即
是
何
年
月
。
契
要
不
明
、
已
更
五
十
年
以
上
、
何
可
照
使
」
は
明
ら
か
に
「
二
〇
年
規
定
」
を
想
起
さ
せ
る
）。
要
点
に

触
れ
る
だ
け
の
言
い
方
と
し
て
は
た
と
え
ば
『
慶
元
條
法
事
類
』
八
〇
雜
門
「
諸
色
犯
姦
」
に
「
諸
妻
犯
姦
、
從
夫
捕
」
と
い
う
捕
亡

敕
が
あ
る
。『
清
明
集
』
中
、
こ
の
法
は
「
在
法
、
姦
從
夫
捕
」（
卷
一
〇
「
夫
欲
棄
其
妻
誣
以
曖
昧
之
事
」（
胡
頴
））、「
在
法
、
諸
姦
、

許
夫
捕
」（
卷
一
二
「
道
士
姦
從
夫
捕
」（
胡
頴
））
な
ど
字
句
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
「
法
」
と
し
て
引
用
さ
れ
、
あ
る
い
は
「
達
善
與
妻
王

氏
有
姦
，
姦
從
夫
捕
，
當
究
其
實
可
也
」
（
卷
六
「
爭
業
以
姦
事
蓋
其
妻
」）
な
ど
、
法
と
い
う
よ
り
常
識
を
述
べ
る
よ
う
な
調
子
で
言
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及
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。 

７
３

高
橋
芳
郎
「
宋
代
官
田
の
所
謂
佃
權
に
つ
い
て
」『
宋
代
中
國
の
法
制
と
社
會
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
。 

７
４ 

剗
佃
に
つ
い
て
、
周
藤
吉
之
「
宋
代
佃
戶
の
剗
佃
制
ー
官
田
を
中
心
と
し
て
」『
唐
宋
社
會
經
濟
史
研
究
』
東
京
大
學
出
版
會
、
一

九
六
五
、
有
斐
閣
、
一
九
五
六
、
草
野
靖
「
宋
代
の
剗
佃
」『
史
艸
』
一
一
、
一
九
七
〇
、
柳
田
節
子
「
宋
代
地
主
制
と
公
權
刂
」『
宋

元
社
會
經
濟
史
研
究
』
創
文
社
、
一
九
九
五
、
高
橋
「
佃
權
」
な
ど
。 

７
５

『
羅
鄂
州
小
集
』
（
羅
願
）
卷
五
「
鄂
州
到
任
五
事
劄
子
」「
一
臣
竊
以
、
重
湖
之
外
、
舊
多
曠
土
、
非
謂
來
者
不
願
開
耕
、
只
縁
舊

請
佃
人
包
占
過
多
、
既
不
能
徧
耕
、
遇
有
剗
請
、
輒
稱
已
耕
熟
田
、
不
容
請
佃
、
檢
視
定
奪
、
紛
然
不
巳
、
又
當
官
者
各
據
所
見
、
或

欲
招
來
新
民
、
或
欲
存
恤
舊
戶
、
自
非
稍
見
地
段
、
難
得
整
齊
」。
羅
願
は
乾
道
二
年
進
士
、
こ
の
文
章
は
乾
道
四
年
か
そ
れ
よ
り
す
ぐ

後
。
官
田
の
剗
佃
問
題
な
ど
で
舊
來
よ
り
參
照
さ
れ
て
き
た
史
料
で
あ
る
。 

７
６ 

『
雙
溪
類
稾
』
卷
二
一
「
上
孫
漕
」「
臨
湘
為
縣
、
地
止
一
鄉
、
民
止
數
千
戶
。
視
江
浙
間
繁
難
之
縣
、
其
詞
訟
不
及
百
分
之
一
也
。

然
以
炎
之
遲
鈍
不
才
處
之
、
則
不
可
以
民
訟
為
少
、
而
不
盡
其
心
。
況
一
縣
之
人
。
所
謂
詞
訟
、
半
是
論
訴
田
疇
。
官
司
理
斷
爭
田
之

訟
、
先
憑
干
照
、
既
有
干 

照
、
頇
問
管
業
、
則
條
令
自
有
明
文
如
「
契
要
不
明
、
限
以
二
十
年
」
是
也
。
或
問
開
荒
、
則
指
揮
自
有
明
文
如
「
已
耕
熟
田
、
不
許

執
舊
契
剗
奪
」
是
也
。
然
據
兩
辭
所
供
、
則
管
業
開
荒
、
難
以
見
其
虛
實
、
其
勢
又
頇
問
及
鄰
保
、
則
事
之
曲
直
、
人
之
情
偽
、
方
別

白
而
不
可
逃
。
而
臨
湘
人
戶
爭
競
田
土
、
又
與
他
處
不
同
。
或
有
契
據
不
明
界
至
交
互
之
人
、
或
有
雖
納
稅
賦
並
無
契
據
之
人
、
或
有

不
納
一
文
一
粒
賦
稅
亦
無
一
字
契
據
之
人
。
炎
為
因
事
之
宜
、
斟
酌
人
情
、
依
傍
法
意
、
帄
心
理
斷
、
不
敢
狥
一
己
私
意
有
所
偏
曲
、
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亦
不
容
吏
軰
執
覆
有
所
眩
惑
、
此
邑
人
之
所
通
知
也
」。 

７
７

法
律
上
「
契
要
」
に
は
比
較
的
細
か
い
規
定
が
あ
っ
た
。『
宋
會
要
』
食
貨
六
一
ー
六
五
紹
興
三
一
年
六
月
二
二
日
條
に
よ
れ
ば
、

田
孛
の
典
賣
に
は
契
要
格
式
が
あ
る
が
民
間
は
多
く
こ
れ
に
よ
っ
て
い
な
い
と
す
る
戶
部
員
外
郎
馬
騏
の
指
摘
に
よ
り
、
戶
部
が
看
詳

し
、
契
要
に
は
頃
畝
、
間
架
、
四
鄰
所
至
、
稅
租
役
錢
を
明
記
し
、
立
契
の
業
主
、
鄰
人
、
牙
保
、
寫
契
人
が
書
字
し
な
い
限
り
、
違

法
に
田
孛
を
典
賣
し
た
と
し
て
斷
罪
す
る
こ
と
と
し
た
。 

７
８ 

『
棠
陰
比
事
』
「
江
分
表
裏
」。 

７
９

仁
井
田
「
清
明
集
」
三
八
七
頁
。
鄭
定
・
柴
榮
「
兩
宋
土
地
交
易
中
的
若
干
法
律
問
題
」『
江
海
學
刊
』
二
〇
〇
二
ー
六
は
北
魏
以

来
こ
の
週
間
が
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
郭
成
偉
・
蕭
金
泉
編
『
中
華
法
案
大
辭
典
』
中
國
國
際
廣
播
出
版
社
、
一
九
九
二
、
四
五
二
頁
参

照
。『
棠
陰
比
事
』
「
劉
相
隣
證
」
に
「
按
賣
田
問
隣
、
成
劵
會
隣
、
古
法
也
」。 

８
０

仁
井
田
「
清
明
集
」
三
八
九
頁
。 

８
１ 

『
宋
會
要
』
刑
法
三
ー
四
七
紹
興
五
年
閏
四
月
一
〇
日
條
。「
戶
部
言
「
賣
田
孛
、
依
法
滿
三
年
而
訴
、
以
利
息
、
債
負
准
折
、
或

應
問
鄰
而
不
問
者
、
各
不
得
受
理
。
邇
來
田
價
增
高
於
往
昔
、
其
賣
、
典
之
人
、
往
往
妄
稱
親
鄰
及
墓
田
鄰
至
不
曾
批
退
；
或
稱
卑
帅

瞞
昧
、
代
書
人
類
百
端
規
求
。
雖
有
滿
三
年
不
許
受
理
條
限
、
緣
日
限
太
寬
、
引
惹
詞
訟
」。
詔
典
賣
田
產
不
經
親
鄰
及
墓
田
鄰
至
批
退
、

一
年
內
陳
訴
、
出
限
不
得
受
理
」。 

８
２ 

『
宋
會
要
』
食
貨
六
一
ー
六
四
、
年
不
明
（
紹
興
五
～
九
？
）
八
月
二
九
日
條
「
臣
寮
言
「
典
賣
田
孛
、
批
問
鄰
至
、
莫
不
有
法
。

比
緣
臣
寮
申
請
、
以
謂
近
年
以
來
、
米
價
既
高
、
田
價
亦
貴
、
遂
有
詐
妄
陳
訴
、
或
經
五
七
年
後
、
稱
有
房
親
墓
園
鄰
至
不
曾
批
退
、
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乞
依
紹
興
令
、
三
年
以
上
、
並
聽
離
革
。
又
縁
日
限
太
寬
、
引
惹
詞
訴
、
請
降
詔
旨
、
並
限
一
年
内
陳
訴
。
欲
乞
將
上
件
指
揮
、
並
行

寢
罷
、
只
依
紹
興
敕
令
施
行
」。
從
之
」。 

８
３ 

前
出
『
宋
會
要
』
食
貨
六
一
ー
六
四
同
日
。 

８
４ 

卷
九
「
有
親
有
鄰
在
三
年
內
者
方
可
執
贖
」、
卷
九
「
禁
步
內
如
非
己
業
只
不
得
再
孜
墳
墓
起
造
墾
種
聽
從
其
便
」（
胡
頴
） 

８
５ 

李
錫
厚
「
宋
代
私
有
田
孛
的
親
隣
權
利
」『
中
國
社
會
科
學
院
研
究
生
學
報
』
一
九
九
九
ー
一
は
『
清
明
集
』
の
若
干
事
例
を
、
親

隣
認
定
の
厳
格
化
と
捉
え
る
。 

８
６

卷
一
二
「
檢
法
書
擬
」
（「
結
托
州
縣
蓄
養
罷
吏
配
軍
奪
人
之
產
罪
惡
貫
盈
」（
宋
自
牧
）
に
續
く
）
に
「
在
法
、
剪
鑿
錢
取
銅
、
及

賣
買
興
販
之
者
、
十
斤
配
五
百
里
」
と
あ
る
の
は
、『
慶
元
條
法
事
類
』
卷
二
九
「
鉟
鑿
錢
寶
」
に
見
え
る
賞
格
に
相
當
す
る
の
で
あ
ろ

う
。 

８
７ 

卷
四
「
游
成
訟
游
洪
父
抵
當
田
產
」
（
范
應
鈴
）
中
の
同
規
定
を
、
梅
原
『
清
明
集
』
一
三
五
頁
は
「
す
べ
て
田
孛
を
交
易
し
た
場

合
、
三
年
を
過
ぎ
て
か
ら
、
利
息
付
の
負
債
で
相
殺
し
た
い
と
い
っ
て
も
、
官
司
は
ど
れ
も
受
理
し
な
い
」
と
譯
さ
れ
、
劉
馨
珺
氏
は

内
容
を
斟
酌
し
て
「
田
孛
を
典
賣
し
取
引
が
終
了
し
て
三
年
が
滿
つ
れ
ば
、
業
主
が
官
府
に
提
訴
し
た
場
合
、
錢
主
が
業
主
に
、
も
と

も
と
抵
當
し
た
田
孛
で
あ
る
の
に
錢
主
に
典
賣
し
た
こ
と
に
す
る
よ
う
強
要
さ
れ
た
と
訴
え
で
て
も
、
官
は
受
理
し
な
い
」
と
解
釋
さ

れ(

劉
『
明
鏡
高
懸
』
三
三
一
頁
）
、
高
橋
氏
は
「
法
の
意
圖
は
、「
利
息
付
の
債
務
と
田
孛
の
取
引
と
は
、
各
々
別
個
の
取
引
と
し
て
決

濟
せ
よ
、
借
金
の
か
た
に
田
孛
を
充
て
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
點
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」（
高
橋
『
譯
注
』
三
九
頁
）
と
解
釋
す
る
。 

８
８ 

『
羅
鄂
州
小
集
』
卷
五
「
鄂
州
到
任
五
事
劄
子
」「
一
．
臣
聞
、
導
民
之
務
、
莫
如
重
穀
。
在
朝
廷
表
而
出
之
、
則
人
情
益
勸
。
竊
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見
民
間
、
昨
因
闕
食
、
以
田
產
從
人
貿
易
頗
得
穀
米
、
以
濟
饑
歉
。
後
來
嵗
事
既
復
、
多
訴
稱
元
典
賣
、
非
見
錢
。
有
司
拘
文
、
往
往

便
用
准
折
之
律
、
奪
田
還
之
。
臣
以
為
、
在
法
、
有
利
債
負
准
折
價
錢
者
、
謂
累
積
虛
利
折
彼
良
田
、
故
為
立
禁
。
若
有
實
錢
相
貼
、

猶
應
准
數
還
之
。
其
穀
米
雖
非
見
錢
、
然
當
嵗
之
艱
、
或
持
錢
不
得
穀
。
錢
穀
相
權
、
未
知
孰
重
。
稍
值
豐
嵗
、
一
槩
奪
還
、
臣
恐
從

今
以
往
魯
不
復
贖
人
矣
。
願
下
有
司
酌
立
中
制
、
其
因
歉
嵗
以
產
業
貨
易
口
食
者
、
得
比
見
錢
、
書
其
直
于
契
約
、
而
有
司
察
其
估
之

過
甚
者
。
雖
非
經
常
之
制
、
庹
幾
緩
急
、
有
無
相
通
、
濟
人
窘
闕
」。 

８
９ 

こ
の
判
語
に
つ
い
て
は
、
周
藤
吉
之
『
唐
宋
社
會
經
濟
史
研
究
』
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
六
五
、
一
八
九
頁
。 

９
０ 

そ
の
他
卷
六
「
抵
當
不
交
業
」
（
呉
革
）
に
「
諸
典
賣
田
孛
並
頇
離
業
」
と
あ
り
。 

９
１ 

大
意
は
省
略
す
る
が
、
高
橋
『
譯
注
』
一
七
一
～
一
七
四
頁
の
參
照
に
よ
る
。 

９
２ 

岸
本
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
二
二
四
頁
）、
土
地
の
回
贖
に
あ
た
っ
て
は
、
各
種
會
子
や
銅
錢
の
レ
ー
ト
の
變
動
に
伴
い
、
い
か

な
る
貨
幣
で
原
價
を
支
払
う
か
が
し
ば
し
ば
紛
爭
の
も
と
と
な
る
。 

９
３ 

契
約
書
の
正
し
さ
が
、「
人
情
」
と
稱
さ
れ
る
狀
況
證
據
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
好
例
は
卷
六
「
以
賣
為
抵
當
而
取
贖
」（
呉
革
）。 

９
４ 

エ
ス
タ
ー
・
ボ
ズ
ラ
ッ
プ
（
孜
澤
秀
一
・
孜
澤
み
ね
共
譯
）『
人
口
壓
と
農
業
ー
農
業
成
長
の
諸
條
件
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九

九
一
、
一
四
八
～
一
五
一
頁
。 

９
５ 

同
治
『
續
修
東
湖
縣
志
』
五
「
疆
域
下
・
風
俗
」「
彝
陵
自
設
府
以
後
、
流
庸
浮
食
者
衆
、
五
方
雜
處
、
風
俗
大
變
。
…
凡
健
訟
犯

科
者
、
多
系
流
寓
浮
籍
、
土
着
者
稀
焉
」
。 

９
６ 

楊
國
孜
『
明
清
兩
地
區
基
層
組
織
與
鄉
村
社
會
研
究
』
武
漢
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
四
、
一
一
七
～
一
一
九
頁
。 
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９
７ 

仁
井
田
「
清
明
集
」
三
八
九
頁
。 

９
８ 

堀
井
聡
江
「
エ
ジ
プ
ト
民
法
典
に
お
け
る
先
買
權
の
立
法
目
的
」『
東
洋
史
研
究
』
六
五
ー
一
、
二
〇
〇
六
。 

９
９

筆
者
を
し
て
こ
の
類
似
性
に
氣
づ
か
し
め
た
の
は
、
土
肥
祐
子
教
授
で
あ
っ
た
。
教
授
の
教
示
に
深
謝
し
た
い
。 

１
０
０

佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集 

第
一
卷 

鎌
倉
幕
府
法
』（
補
訂
版
）
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
、
〓
〓
〓
頁 

１
０
１ 

上
杉
和
彦
『
日
本
中
世
法
體
系
成
立
史
論
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
六
、
一
四
二
頁
の
譯
に
よ
る
。 

１
０
２ 

笠
松
宏
至
『
日
本
中
世
法
史
論
』
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
七
九
、
一
一
五
～
一
一
六
頁
。 

１
０
３ 

佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
注
〓
〓
前
掲
書
、
補
注
三
な
ど
參
照
。 

１
０
４ 

長
又
高
夫
「
『
御
成
敗
式
目
』
成
立
の
背
景
ー
律
令
法
と
の
關
係
を
中
心
に
」『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
九
五
、
二

〇
〇
五
。 

１
０
５ 

筧
雅
博
『
蒙
古
襲
來
と
德
政
令
』（
日
本
の
歴
史
一
〇
）
講
談
社
、
二
〇
〇
一
。 

１
０
６ 

青
木
「
越
訴
」
参
照
。 

 

＊
本
稿
は
文
科
省
科
學
研
究
費
の
成
果
で
あ
る
。 


